
事務事業及び予算の執行実績

（令和６年度分「一部令和７年度分を含む」）

静岡県浜松土木事務所



目 次

事 務 事 業 の 概 要 …………………………………………………………………… 1

１ 概況 ………………………………………………………………………………………… 1

２ 課別の事務又は事業の目的、計画、実績（成果）及び評価・改善…………………… 6

（１）総務事務について …………………………………………………………………… 6

（２）用地事務について …………………………………………………………………… 10

（３）管理事務について …………………………………………………………………… 15

（４）道路、河川等の維持管理について ………………………………………………… 21

（５）道路事業について …………………………………………………………………… 25

（６）河川・海岸事業について …………………………………………………………… 27

（７）砂防、地すべり、急傾斜地崩壊対策事業について ……………………………… 34

（８）港湾、漁港事業について …………………………………………………………… 38

（９）災害復旧事業について ……………………………………………………………… 41

（10）都市計画について …………………………………………………………………… 43

（11）建築・住宅・営繕関係事務について ……………………………………………… 47

事業別箇所数調……………………………………………………………………………… 61

工事発注状況調……………………………………………………………………………… 76

入札状況調…………………………………………………………………………………… 77

事 業 の 根 拠 法 令 調 ………………………………………………………………… 78

職 員 調 ……………………………………………………………………… 83

職 員 の 年 齢 調 …………………………………………………………………… 88

健 康 管 理 …………………………………………………………………… 89

職 員 配 置 調 ………………………………………………………………… 90

歳 入 予 算 執 行 状 況 調 ………………………………………………………………… 91

県収入証紙により徴収した使用料及び手数料調 ……………………………………………… 103



過 年 度 分 収 入 未 済 額 調 …………………………………………………………………… 104

現 金 出 納 調 …………………………………………………………………… 105

保 管 現 金 有 高 調 …………………………………………………………………… 107

預 金 調 …………………………………………………………………… 107

郵 券 等 受 払 調 …………………………………………………………………… 108

材 料 品 受 払 調 …………………………………………………………………… 109

歳 入 歳 出 外 現 金 調 …………………………………………………………………… 111

歳 出 予 算 執 行 状 況 調 …………………………………………………………………… 113

委託料等歳出予算執行状況節別集計表 ………………………………………………………… 135

委 託 料 に 関 す る 調 …………………………………………………………………… 137

負 担 金 支 出 調 …………………………………………………………………… 139

公 有 財 産 調 …………………………………………………………………… 141

借 地 借 家 等 調 …………………………………………………………………… 142

事務機器等の債務負担行為又は長期継続契約に係る調………………………………………… 143

行政財産貸付・使用許可調 …………………………………………………………………… 144

普通財産・借受財産等貸付調 …………………………………………………………………… 149

備 品 ・ 図 書 調 …………………………………………………………………… 150

主 要 備 品 調 …………………………………………………………………… 154



- 1 -

様式第１号－３

事 務 事 業 の 概 要

１ 概況

当所は、大正15年６月３日勅令第147号による官制改革に伴い、浜松土木出張所として発足し、

昭和26年度に浜松土木事務所に改称した。平成 19 年４月には、浜松市が政令市へ移行したこと

に伴い、浜松土木事務所と天竜土木事務所を統合するとともに、両土木事務所の旧５支所を

廃止し、新たに天竜支局を設置した。

浜松土木事務所の所管区域は、平成 22年３月 23日に新居町が湖西市と合併したため、浜

松市、湖西市の２市となり、管内の面積は 1,644.67km２（旧浜松土木事務所700.83 km２、旧天竜土

木事務所943.84 km２）、人口は約 827 千人（浜松市 771 千人、湖西市 56 千人）である。（人口は、

県統計活用課による令和 7 年４月１日現在の推計）

地形は、約65km２の面積をもつ浜名湖をほぼ中心に、都田川、井伊谷川等の水源地を成す

北部の小起伏山地と、それに連なり愛知県との県境を成す西部の湖西台地が浜名湖を大きく包み

込んでいる。また、東部地域にあたる旧浜松市及び旧浜北市は、天竜川が形成した扇状地帯であ

り、隆起扇状地である三方原台地は、面積約91km２と県下の台地中もっとも広く平坦な地形

となっている。また、天竜支局の管轄区域となる北部地域では、ほぼ中央を天竜川が流れ地形は

急峻で、地質は断層や破砕帯などが多く、複雑な地形を形成している。このため、地すべり・崖

くずれ等が顕著で特に異常気象時には災害が生じやすい地域である。

交通は、我が国の主要な鉄道路線であるＪＲ東海道本線・新幹線が東西に通過しているほか、

幹線道路として国道１号、東名・新東名高速道路、国道362号が横断しており、南北方向には、国

道152号が長野県の南信地域と、国道257号、301号が愛知県の奥三河地域と結んでいる。

当所の主要な事業は次のとおりである。

(1) 道路事業

当事務所で管理する道路は、一般国道２路線、主要地方道２路線、一般県道７路線で、総計

11路線、延長約58kmである。整備状況は改良率が97％、舗装率が100％となっている。

道路事業は、湖西市において、通学歩行者等に対する安全向上を図るための歩道整備等を行

っている。

特に、国道301号は、第１次緊急輸送路にも指定されている浜名湖西岸を南北に結ぶ唯一の路

線であり、地域の交流だけでなく、湖西市から東名高速道路三ケ日ＩＣを結ぶ役割を担っている。

このため、湖西市の横山地区や新居地区では歩道整備、浜名湖を渡河する西浜名橋では橋梁

の耐震対策を進めている。

(2) 河川・海岸事業

当事務所で管理する河川は、一級河川は安間川や気田川など40河川、二級河川は馬込川など30

河川で計70河川があり、延長は483km、整備率は47.2％であり、県平均55.0％を下回っている状

況である。



- 2 -

管内には、遠州灘の後背地、天竜川の氾濫原や浜名湖周辺の埋立地など、市街化された低地を

抱える河川が多い。また、北遠地区や浜名湖北西岸地域および三方原台地周辺では、急峻な山地

や台地を流れ下る急流もあり、河床低下や河岸浸食などが懸念されている。

このような背景を抱えている管内河川の治水安全度は未だ十分ではなく、台風や集中豪雨に伴

う出水により甚大な被害発生の恐れがあるため、河川改修事業を推進している。

佐鳴湖の水質の浄化・環境の改善については、「～みんなでつくる佐鳴湖～佐鳴湖水環境向上

行動計画（第二期）」に基づき、関係機関や流域の市民と協働で浄化対策を進め、ＣＯＤ値は当

面の目標である8.0mg/l未満を維持している。

当事務所で管理する海岸は、浜松五島海岸、浜松篠原海岸、舞阪海岸、浜名港海岸、新居海岸、

湖西海岸の６海岸で総延長約27kmである。海岸侵食が著しいことから、平成16年度に設置した

「遠州灘沿岸侵食対策検討委員会」において浜松篠原海岸等の侵食対策工法を決定し、平成18年

度から養浜工を基本とした侵食対策工事を進めている。

また、浜松市沿岸域における防潮堤の整備は、令和２年３月に本体が竣工し、現在、馬込川河

口部の対策として、水門の整備を進めている。

(3) 砂防、地すべり、急傾斜地崩壊対策事業

当事務所管内は、北遠地域及び引佐地域では赤石裂線（光明西断層、光明東断層）、中央構造

線とよばれる２つの断層が南北に走っており、これら断層の影響を受けて非常に脆弱な地質性状

を呈している。

また、砂礫が堆積した段丘地形が多く存在し、山間地では深い谷で刻まれた斜面が急傾斜面を

呈する地形が多いことから多数の土砂災害危険箇所（3,303箇所）が存在している。そのため、

大雨の後には、しばしば地すべりや斜面崩壊が発生していることから、砂防事業、地すべり対策

事業及び急傾斜地崩壊対策事業を積極的に実施している。

一方、砂防えん堤や急傾斜地崩壊対策施設などのハード整備には相当の時間を要することから、

土砂災害から住民の生命を守るため警戒避難体制を整備するソフト対策事業も並行して実施して

おり、令和元年度末までに、指定要件を満たさなかった54箇所を除いて、土砂災害警戒区域

3,249箇所を指定している。

(4) 都市計画事業

浜松市内の県営都市公園２施設において、協議に基づいた補修工事等を実施している。

また、管内市における各種都市計画の策定及び事業実施等の指導、調整を行っている。

(5) 港湾・漁港事業

浜名湖開口部に位置する地方港湾である浜名港のほか同じく浜名湖内でかつ港湾区域内に

位置する第３種漁港の舞阪漁港における施設整備と維持管理を行っている。

浜名湖は、釣り、潮干狩りなど、多くの人々が豊かな自然環境に触れる海洋レジャーの場と

して利用されている一方、プレジャーボートの不法係留が問題となっていたが、恒久的な係留

施設整備が平成24年度に完了し、水面の適正な利用を図っている。
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港湾施設、漁港施設ともに施設の老朽化が問題となっており、施設の長寿命化を図るべく対策

事業を実施している。また、浜名港海岸では津波対策を進め、堤防嵩上げ及び港湾内施設利用者

のための命山整備が令和６年度に完了した。

その他、近年では、浜名港荷揚場を会場として、公共空間の利活用促進と賑わい創出を目的

に、官民協働による「ミナトリング」を開催している。

(6) 建築住宅事業

建築基準法及び建築関係法令に基づく許認可や指導により、建築物の安全性、耐震性の向上

を図り、また良好な住環境を確保することにより、安全で安心できるまちづくりを促進してい

る。

また、「県営住宅再生計画」に基づき、４団地（子安団地、南平団地、薬新団地、芳川団地）

で建替工事を進めるとともに、県営住宅21団地2,786戸の適正な維持・管理に努めている。その

他、各部局の依頼に基づき、県有施設の建設や改修工事を行っている。

(7) 浜名湖船艇対策事業

浜名湖の秩序ある湖面の適正利用と船艇等の航行安全の確保などを図るため、公益財団法人

浜名湖総合環境財団をはじめ、沿岸の浜松市や湖西市及び湖面利用関係団体（者）等と、官民

一体となって浜名湖の船艇対策に取り組んでいる。

今後も関係機関と連携しながら官民一体となって、秩序ある湖面の適正利用に取り組んでいく。
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令和７年度 浜松土木事務所 組織図

＜本 所＞

総 務 班

総 務 課

建 設 業 班

用 地 課 用 地 班

維持管理課 維持管理班

所 長 次 長（２）

技 監（２）

企画検査課 企 画 班

（検査監:工事検査課付）

工事第1班

工 事 課

工事第2班

沿岸整備課 沿岸整備班

都市計画課

建築住宅課 建築住宅班

課 長 1 名

班 長 2 名

主 幹 1 名

主 査 5 名

主 任 1 名

課 長 1 名

班 長 1 名

主 任 1 名

課 長 1 名

班 長 1 名

主 幹 2 名

総括主査 1 名

主 査 1 名

主 任 1 名

主 事 1 名

課 長 1 名

(検査監 1 名)

班 長 1 名

総括主査 1 名

主 査 2 名

技 師 2 名

課 長 1 名

班 長 2 名

総括主査 1 名

主 査 2 名

主 任 3 名

技 師 4 名

課 長 1 名

主 査 1 名

技監（兼課長）

1 名

班 長 1 名

総括主査 1 名

主 査 1 名

主 任 4 名

技 師 1 名

課 長 1 名

班 長 1 名

主 査 1 名

技 師 1 名



- 5 -

＜天竜支局＞

用地管理課 用地管理班

天竜支局長

工 事 課 工 事 班

合計７４名（工事検査課付１名）

（※上記以外に浜松市への派遣職員（企画検査課付）１名）

（ そ の 他 会 計 年 度 任 用 職 員 等 ）

職 名 人 数

会計年度任用職員 20 名

臨時的任用職員 －

課 長 1 名

班 長 1 名

主 査 1 名

主 任 1 名

主 事 1 名

課 長 1 名

班 長 1 名

総括主査 1 名

主 査 1 名

主 任 1 名

技 師 3 名
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２ 課別の事務又は事業の目的、計画、実績（成果）及び評価（課題等）・改善

（１）総務事務について

ア 組織及び人事管理

＜目的＞

事業量に応じた適正な人員配置と良好な執務環境の確保

＜実績＞

当所は、８課１支局（天竜支局２課）で構成され、平成29年度に湖西市新居町にあった工事課新居

班を事務所内に移転し、工事課第２班とした。

令和７年７月31日現在の職員数は、74名であり、内訳は、本所60名、天竜支局14名である。

その他に工事検査課付1名、浜松市に土木技術職員１名を派遣している。

また、会計年度任用職員任用等取扱要綱等に基づき20名の会計年度任用職員が配属されている。

職員に対しては、職場内研修の実施や課長会議における周知等により、常にコンプライアンスの意

識の醸成・向上を図っている。

さらにイベント等の場を活用して、課長以上の職員が若手・中堅職員と交流を図り、職場において

部下から上司に意見を言いやすい雰囲気を醸成することで、風通しの良い職場環境づくりに取り組ん

でいる。

職員は、事業量の増加により、時間外勤務が増加しているが、執務環境は良好で服務規律も遵守さ

れている。

イ 健康管理

＜目的＞

職員の健康保持と疾病の早期発見、早期治療

＜実績＞

健康管理については、職員自身が日頃から体調管理に留意するとともに、課長会議等で健康管理の

呼びかけや定時退庁の声掛けを行うほか、メンタルヘルスセミナーへの参加を促すなど、職場全体で

健康保持に努めている。

健康診断については、積極的に受診させ、健康管理区分に基づく措置基準該当者には、それぞれ医

師による治療を受けるように指導している。

ウ 交通安全指導・管理、事故防止対策

＜目的＞

交通安全の励行と安全思想の徹底

＜実績＞

所内に交通安全委員会を設置し、交通安全に係る情報提供や全職員を対象とした安全運転宣言書の

提出、交通事故「ゼロ」継続ボードの職場内での掲示、セーフティドライブキャンペーンや浜松、北

遠の各総合庁舎で実施する交通安全講習会への参加、毎月の免許更新者の確認等、様々な機会を通じ

て職員の交通安全に対する意識の徹底を図っている。



- 7 -

エ 予算経理及び財産管理

＜目的＞

財務規則等に基づいた、正確・迅速かつ効率的な予算執行と適切な財産及び物品の管理

＜実績＞

常に正確かつ効率的な執行に努め、特に支払事務の遅延防止及び納期内収入の確保についてはチェ

ックシートの活用などによりケアレスミス防止に努めている。また、庁舎、土地等の財産について、

常に現状を把握し、亡失・損傷のないよう適正に維持管理している。

オ 防災対策

＜目的＞

南海トラフ地震及び浜松総合庁舎内の災害への適切な対応

＜実績＞

南海トラフ地震対策等各種災害に対処するため、静岡県地域防災計画地震対策編及び静岡県地震災

害警戒本部運営要領等に基づき浜松土木班が実施すべき事項を定めて、職員に対し果すべき役割につ

いて周知するとともに、防災訓練及び自衛消防隊の訓練等を実施している。

カ 職員研修

＜目的＞

職員の資質・モチベーション及び技能力の向上

＜実績＞

職員の資質・モチベーション及び技能力の向上を図るため、自治研修所及び建設技術監理センター

など関係機関が主催する各種の研修・講習会に積極的に参加させるとともに、所内において、自らが

様々な課題に立ち向かい組織としての実行力を高めるため、若手職員を含む全職員を対象に事務所の

主要事業や課題を相互に学ぶ研修会（スパイラルアップ・プラス研修）を実施している。

キ 建設工事の契約及び経理

＜目的＞

地方自治法及び静岡県建設工事執行規則等の関係法令を遵守した、適正で効率的な事務処理

＜実績＞

建設工事及び業務委託に関わる入札、請負契約、経理事務等については、関係各課との調整を図り

ながら効率的な事務処理を行うとともに、地方自治法及び静岡県建設工事執行規則等の関係法令を遵

守し、適正な執行を行っている。

なお、入札件数及び金額は［表１］のとおりである。
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ク 建設業の許可事務

＜目的＞

建設業法第３条第１項及び第３項の規定による建設業許可更新等の適正な審査・指導

＜実績＞

建設業許可更新等については、職員で知識を共有することにより適正な審査を行うとともに、期間

満了の３か月前に予告通知を行うなど、許可期間経過により効力が消失されることがないよう留意

し指導している。

各年度における取扱件数は［表２］のとおりである。

［表１］

入札及び請負契約にかかる件数等一覧 （令和7年7月31日現在）

［表２］

建設業許可更新等にかかる取扱件数一覧（令和7年7月31日現在）

種 別
令和6年度 令和7年度

件数（件） 金 額（円） 件数（件） 金 額（円）

工事請負契約

全体 223 6,877,587,200 64 2,355,441,000

制限付き一般競争入札 110 4,880,040,000 40 1,484,120,000

指名競争入札 82 1,333,433,200 23 748,121,000

随意契約 31 664,114,000 1 123,200,000

業務委託契約（工事関係）

全体 213 1,535,687,596 49 282,273,200

制限付き一般競争入札 76 784,293,400 15 136,765,200

指名競争入札 109 539,981,200 30 128,964,000

随意契約 28 211,412,996 4 16,544,000

令和6年度 令和7年度

更 新

一 般 427 208

特 定 49 19

計 476 227

業種追加

一 般 53 17

特 定 7 6

計 60 23

法 人 成

一 般 5 0

特 定 0 0

計 5 0

般特新規

一 般 0 1

特 定 5 4

計 5 5

許 可 証 明 35 3
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＜評価（課題等）・改善＞

管理監督職員と各年代別職員との職場座談会の開催など、風通しの良い職場づくりを推

進した結果、職員の所属や職種を超えた互助意識が高められたほか、限られた人員配置の

中、効率的・効果的に職務を遂行することができた。業務が増加している中、所内の応援

体制の確保などに取り組んでおり、今後も、職員の健康管理に努めるほか、職員間の交流

の促進、時間外勤務の縮減等により快適な職場環境づくりを進めていく。

交通安全対策については、職員一人ひとりの意識が重要であるため、年間を通じて職員

に対して交通安全意識の徹底に取り組んでおり、交通事故ゼロを目指し、一層の取組強化

に努めていく。

建設工事及び建設関連業務委託に係る入札、契約、支払い等の執行管理事務については、

関係各課と連携し、情報を共有することにより、効率的かつ適正に事務を執行することが

できた。

建設業許可更新等事務については、年間を通じて申請件数が多く、内容も様々なケース

があり、審査に時間を要しているが、班員で知識を共有し、適正な審査を行ったほか、許

可期間経過により効力が失効することのないよう申請者に対する指導に万全を期した。

今後も、申請者に対するわかりやすく丁寧な指導に努め、許可事務を円滑に進めていく。
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（２）用地事務について

＜目的＞

安全で快適な生活基盤としての道路及び河川の整備、災害を未然に防止する県土の形成、快適

で安全な都市機能の充実等社会資本の整備に必要な事業用地の確保を図る。

＜計画及び実績＞

ア 公共用地の適正かつ円滑な取得に努め、令和６年度は19,783 平方メートルの用地取得と

90件の物件補償を実施した。主な事業は、（二）堀留川広域河川改修事業（防災・安全交付

金）（重点）等である。

用地取得等の実績は、「交通基盤部５用地取得及び補償費調」のとおり。

イ 職員自らの資質を向上させるため各種の用地研修会に積極的に参加している。

令和６年度は公共用地課及び中部地区用地対策連絡協議会等が主催した用地取得事務研修

等に延べ32名が参加した。

令和７年度においても前年同様に研修に参加する予定である。

ウ 取得した土地の登記事務については、会計年度任用職員（登記）による現年度登記の早期

処理に努めた。登記事務等の実績は、「交通基盤部６登記事務処理状況調」のとおり。

＜評価（課題等）・改善＞

ア 住民の権利意識の高まり、公共事業への問題意識の変化などを背景に、地権者等による工

事や補償に対する要求は、複雑かつ多様化している。そのため、用地取得業務は困難さが増

している状況にあり、特に、残地の買取り請求や代替地の要求、未解決となっている相続に

係る相続人間の調整などが原因となって、交渉が難航し長期化する傾向がみられる。

このような中で、地権者等の理解と協力を得るために、事業担当課等との緊密な連携を図

りつつ、誠意のある対応を心掛け説明を尽くしながら、粘り強く交渉を続けるよう努めてい

る。

また、適正かつ円滑な用地取得のためには、用地職員の資質向上が不可欠であることから、

専門知識を身につけ、説明能力等のスキルアップを図ることを目指して、各種研修会への積

極的な参加に努めている。

イ 公図混乱地域等の登記困難案件については、測量業者への業務委託の段階から法務局等へ

の事前相談を行って、早期の用地取得が可能となるよう努めるとともに、新たな未登記案件

が発生しないよう処理している。

また、過年度未登記案件の処理については、様々な原因により困難なものが多く、解消は

極めて難しいが、用地事務アドバイザー制度の活用などにより、引き続き努力していく。
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交通基盤部７

年度別未登記用地調

（令和７年７月31日現在）

年 度

区 分

令和

元年度

以前

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

令和

６年度

令和

７年度
計

未登記筆数 140 0 0 0 0 0 5 145

処

理

状

況

処

理

中

会計年度任用職員処

理中及び外部委託処

理中

5 5

公図訂正処理中

登記関係書類収集中

境界杭の復元処理調

整中

国土調査等により登

記簿閉鎖中

その他 26 26

計 26 0 0 0 0 0 5 31

処理困難 114 114
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（３）管理事務について

＜目的＞

管理事務は、河川法、道路法、国有財産法、砂利採取法、火薬類取締法、急傾斜地の崩壊によ

る災害の防止に関する法律、砂防法、漁港漁場整備法、海岸法及び港湾法等に基づく許認可と県

有地及び国有地の財産管理が主なものである。

これらの業務に当たっては、法の趣旨に従い、公正・公平な秩序ある利活用が図られ、円滑な

管理が適切に行われるよう努めている。

＜実績(成果)＞

ア 道路の管理

関係法令等に基づき、道路本来の機能を妨げない範囲内において占使用の許可を行っており、

その許可状況は別表（交通基盤部3）のとおりである。また、道路の工事承認（令和６年度８

件、令和７年度(７月31日現在)３件）、道路工事に起因する通行規制（令和６年度100件、令

和７年度(７月31日現在)18件）、並びに道路区域の決定若しくは変更等の管理事務を行ってい

る。

イ 河川の管理

関係法令に基づき、安全や秩序の確保及び自由使用を妨げない範囲内において、占使用の許

可を行っており、その占使用許可状況は別表（交通基盤部３）のとおりである。

ウ その他の管理

（ア）道路や河川の改良工事等により生じた廃川廃道について、交換や売払いを行い財産の適切

な管理を行っている。処理状況は、別表（交通基盤部４）のとおりである。

（イ）港湾利用状況は、別表（交通基盤部８）のとおりである。

（ウ）平成26年度まで、砂利採取法第18条及び採石法第33条の３の規定に基づき申請のあっ

た採取場について、基準を満たしているかを審査し認可を与え、岩石及び砂利採取並びに洗

浄に伴う公害の発生・自然環境の破壊・災害等を未然に防止するため、年２回立入検査を実

施し指導に努めてきた。

平成27年度からは、原則として上記権限が法により浜松市に移譲され、浜松市に係る当所

の認可権限は河川砂利に係る認可事務のみ行っている。

（エ）令和７年５月26日の宅地造成及び特定盛土等規制法による規制開始に伴い、盛土等の申請

受付業務を開始した。なお、改正前の静岡県盛土等の規制に関する条例に基づく所管区域は

当所管内全域であったが、盛土等規制法に係る事務は、県及び政令市が行うこととされたこ

とから、当所の所管区域は湖西市のみとなった。

また、当所職員15人に盛土対策課との兼務が発令され、不適切盛土の巡回監視等を行った。

なお、盛土等許可申請書受付業務のため、盛土対策課の会計年度任用職員１人が維持管理

課に配置されている。

採取計画認可状況は、［表１］のとおりである。

（注）（ ）書は本庁（河川砂防管理課､土地対策課）決裁によるものの再掲である。

［表１］砂利、岩石、土採取計画新規認可状況
土 採 取

件 数 面 積 数 量 件 数 面 積 数 量
千ｍ２ 千ｍ３ 千ｍ２ 千ｍ３ 件

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
10 74 66 0 0 0 1 

令和7年度 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
（7月3１日現在） 2 19 19 0 0 0 0 

砂 利 採 石
区 分

令和6年度
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譲 受
譲 渡 1

火薬庫の変更（構造
火 薬 庫 の 完 成 検 査
火 薬 庫 の 保 安 検 査

計 1 0

令和6年度 令和7年度（7月31日現在）

件 数 金　額　　（円） 件 数 金　額　　（円）

1,200

1,200 0

※ 譲受件数の(　)内は火工品のみの件数である。
※ 平成29年４月１日より浜松市分については事務・権限が移譲された。

区 分

法定 法定外 法定 法定外

令和6年度 23 - 44 - 6 73

立　会　件　数

道 路 河川区分 その他 計

令和7年度
（7月31日）

10 - 4 - 2 16

（オ）火薬類の取り扱いについては、火薬類取締法令の趣旨徹底を図り、適正な火薬類の保管管理・

消費について指導し、火薬類に起因する事故の防止に努めている。

火薬類取締法に基づく許可状況

（カ）国有財産法に基づく官民境界の調査、確認等の立会件数は［表２］のとおりである。官民の

財産が確定されることになるため、十分検討したうえで現地に赴き、関係者の立ち会いを求め

る等、慎重かつ適正に取り扱っている。

［表２］

官民境界立会実施状況

（キ）管内の急傾斜地崩壊危険区域について、崩壊防止施設の適切な維持管理と災害の未然防止を

図るため、６月の土砂災害防止月間を中心にパトロールを実施している。

（ク）その他関係法令に基づき海岸保全区域・急傾斜地崩壊危険区域・砂防指定地等の区域内にお

ける行為及び占使用の許可事務、公有水面埋立に関する事務を行っている。

（ケ）河川・道路・海岸等管理地内への不法投棄物が増加しているため、その環境対策等に関係機

関と調整して取り組んでいる。

＜評価（課題等）・改善＞

道路占用許可・道路工事承認事務については、今後とも重複工事を排除し効率的な工事を執行す

るために、警察署等関係機関とも連携して事故を防止し、より円滑な道路交通を確保できるように

努めていく。

河川の占使用については、環境の保全と秩序ある利活用が図られ、円滑な管理が行われるよう努

めている。

令和６年度の道路占用に伴う占用料について誤徴収が発生しているため、今後の適正処理に努め

る。

その他の事務についても、法令の趣旨に従い、引き続き適正かつ迅速な処理に努めていく。
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（４）道路、河川等の維持管理について

ア 道路の維持補修

＜目的＞

当管内の道路は10路線あり、業務委託及び請負補修により管理保全を行い、交通の安全確

保を図る。

＜実績（成果）＞

（ア）業務委託

道路の機能及び美観の保持、修景機能・交通安全機能を確保するため、小規模又は緊急性

の高い道路施設の維持修繕にかかる作業は業務委託で対応している。また、施設は多岐にわ

たるため、それぞれ専門業者に委託している。主要な業務委託は下表のとおりである。

業務委託内訳表 （令和７年７月31日現在）（単位：千円）

（イ）請負補修

道路の機能を維持又は改善するために必要な予防的、計画的な補修については、工事請負

により実施している。

＜実績（橋梁関係を除く）＞

道路維持修繕費 （令和７年７月31日現在）（単位：千円）

＜評価（課題等）・改善＞

業務委託及び請負補修の２本立てによる執行体制で、道路の機能が維持され交通の安全が確保さ

れた。

イ 河川等の維持修繕

＜目的＞

当管内の河川は、70河川でいずれも中小河川であり、浚渫・堤防の嵩上げ・護岸修繕・除草

等河川の機能維持及び改善に努める。

項目
令和６年度（実績） 令和７年度（予算）

業務量 金額 業務量 金額

舗装補修委託 10路線 17,516 10路線 14,000

小規模施設修繕委託 10路線 28,412 10路線 13,253

道路パトロール推進 10路線 6,378 10路線 7,000

道路緑花木管理 6路線 14,564 6路線 13,300

道路除草管理 8路線 13,618 8路線 14,000

道路照明灯維持 10路線 3,005 10路線 1,518

雪氷対策委託 10路線 2,214 10路線 247

その他 － 21,824 － 18,825

計 107,531 82,143

年 度 原材料費 業務委託費 工事請負費 合 計

令和６年度（実績） 317 107,531 141,130 248,978

令和７年度（予算） 300 82,143 172,000 254,443
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＜実績＞ （令和７年７月31日）（単位：千円）

＜評価（課題等）・改善＞

河川の機能維持を図ることにより､水災害等の軽減につながっている。

ウ パトロール

＜目的＞

道路については、道路管理の強化及び円滑な交通を確保するために、道路施設の点検、不法

占用、道路工事の状況を把握する。

河川については、河川施設の点検、不法投棄等の監視・点検を実施し、河川の機能維持に万

全を期する。

＜計画・実績(成果)＞

一般道路は管内１コースを月３回の頻度で通常パトロールを実施し、舗装破損箇所等の早期

発見と補修、不法占使用、路上放置物件の排除、道路施設の点検等を行っている。また状況に

応じ夜間パトロール、異常時パトロールを実施している。

県管理河川については、年１回の河川パトロールを実施している。なおパトロール車の運転

は民間委託している。

また、迅速な対応を図るため、NPO法人静岡県地域づくり研究会と覚書を結んでおり、公共

土木施設の異常を発見した際、同法人による通報を定めている。

＜評価（課題等）・改善＞

道路､河川の機能維持のため､不具合箇所の早期発見､早期対応につなげた。

エ 異常気象時の水防業務について

＜目的＞

当事務所は道路、河川等の公共土木施設を管理しており、異常気象時における被害の発生を

防ぎ軽減を図るとともに、交通の安全と円滑化を期する。

＜計画・実績(成果)＞

（ア）水防体制

当管内には、雨量観測所19箇所（テレメーター19箇所）、水位観測所32箇所（テレメー

ター32箇所）が設置されている。

平成17年７月の水防法改正に伴い、二級河川都田川及び井伊谷川に避難判断水位（特別警

戒水位）が設定された。平成20年度からは二級河川馬込川、芳川及び一級河川安間川に、平

成24年度からは一級河川阿多古川に、平成26年度からは二級河川釣橋川に、令和３年度か

らは一級河川気田川、二俣川及び水窪川に避難判断水位や氾濫危険水位が追加設定された。

年 度 河川維持修繕費 河川維持管理費 合計

令和６年度（実績） 297,237 74,293 371,530

令和７年度（予算） 270,505 76,798 347,303



- 23 -

また、平成19年３月からは、二級河川都田川が洪水予報河川として指定された。

異常気象時には、水防配備体制により昼夜を問わず事務所に出動し、土木総合防災システ

ムの「サイポスプラットフォーム」等により情報収集を行い、水防活動を行っている。

（注）1 水防業務の班編成は、技監以上及び支局職員を除いた全職員を6班に振分け、年度当初に当番
日とあわせて全職員に通知する。

2 出動職員は、班長が指名する。
3 天竜支局は浜松市北部においての、大雨、洪水警報発令時に配備につく。

（イ）異常気象時の通行規制

道路規制雨量（降り始めからの降雨量の累計、但し２mm/h以下の小雨が２時間以上続いた

場合にはその時点で連続を中断）により、下記1路線の事前通行規制を実施している。

＜評価（課題等）・改善＞

水防業務においては関係機関との連絡を密にして、連携をとりながら風水害に対応してきた。

二級河川都田川･井伊谷川の水防警報の指定に加え､平成17年７月１日から避難判断水位（特

別警戒水位）設定河川の指定を受けたことと、平成19年３月30日から二級河川都田川が洪水

予報河川の指定を受けたこと、平成20年度から二級河川馬込川、芳川及び一級河川安間川が、

平成24年度から一級河川阿多古川が、平成26年度からは二級河川釣橋川が、令和３年度から

は一級河川気田川、二俣川及び水窪川が避難判断水位や氾濫危険水位の設定河川の指定を受け

たことにより、氾濫危険水位到達時に浜松市へ連絡することで住民に早期の避難を促すことが

できる体制となった。

オ 道路、河川、海岸の愛護運動と活動等

＜目的＞

道路、河川、海岸などを愛しむという愛護思想の普及や、施設の正しい利用の啓発を図って

いくため、道路においては「しずおかアダプトロードプログラム」、河川においては「リバー

フレンドシップ」による活動支援を行う。

平成14年に施行された「しずおかアダプトロードプログラム」は、住民・団体等の方々に

道路の一定区間の美化団体になってもらい、清掃美化の活動内容を協働合意することにより、

配備区分と水防体制（班編成 ６班 ９名/各班）

配備区分 配備基準 水防体制（配備要員）

第１次事前配備
気象庁より大雨、洪水、大雪、高潮、津波注意報・
波浪警報が発令された時

当番班より2～3名

第２次事前配備
気象庁より大雨、洪水、大雪、高潮、津波警報が発
令された時

１班体制（９名）

第１次非常配備
河川の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に達し又は
その恐れがあり、水防活動に至るまでの時間的余裕
がある時

２班体制（18名）

第２次非常配備 水防活動を必要とする事態が発生又は予測される時 所属職員の約半数

第３次非常配備 事態が切迫し、水防体制の必要が予想される時 所属職員全員

路 線 名 通 行 規 制 区 間
規 制 基 準

指定･改訂年月日
延 長 通行注意 通行止

(主)豊橋大知波線 愛知県境～湖西市大知波 1.5Kｍ 150mm 200mm [指]S62
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住民と道路管理者との協働による、豊かで快適な道路空間を創造していく。

「リバーフレンドシップ」は住民と行政による協働事業で、住民、利用者等がリバーフレン

ド（川の友だち）となり、川の清掃や除草等の河川美化活動を行い、地域全体で身近な環境保

護への関心を高めていく。

令和５年度からは、リバーフレンドの除草作業の効率化や負担軽減、安全確保を目的にリモ

コン式草刈機２台の貸出しを行っている。令和５年度は、６月～10月の期間で試験運用を行い、

令和６年度からは貸出しの本運用を開始している。

＜実績(成果)＞

７、８月の愛護月間には自治会、愛護団体、学校、市民団体、建設業協会、造園事業協同組

合等の清掃奉仕活動が毎年行われており、美化活動の大きな役割を担っている。

また、「しずおかアダプトロードプログラム」締結の２団体と「リバーフレンドシップ」締

結77団体の活動を支援し、このような活動を奨励するため、これら団体を対象に表彰を行っ

ている。

リモコン式草刈機については、令和６年度は15団体、令和７年度（７月31日現在）は16

団体へ貸出しを行った。

＜評価（課題等）・改善＞

活動団体が管理している道路・河川は草花が植えられ、道路を通行するドライバーや河川を

利用する地域住民に安らぎを与え、憩いの場としての役割を果たすなど、事業効果は上がって

いる。

また、住民の高齢化による作業が困難となる団体の増加、団体数の増加に伴いきめ細やかな

対応が限られた職員の中で困難となってきている。

カ 道路施設（橋梁）の維持管理の取組

＜目的＞

高度経済成長期に集中的に建設された道路施設等社会資本の老朽化が進み、維持管理費、更

新費の増大が課題となっている。

限られた予算の中で、道路利用者の安全・安心を確保し、最適な維持管理を行うため、平成

27年度に策定された「静岡県橋梁中長期管理計画」に基づき、橋梁の長寿命化と計画的な維持

管理を行うアセットマネジメントに取り組んでいる。また、平成25年９月の道路法改正によ

り、５年に１回の頻度で近接目視による点検が義務付けられた。

＜実績（成果）＞

令和６年度は、28橋（３路線）で橋梁点検を実施した。

＜評価（課題等）及び改善＞

引き続き、法令に基づく定期点検を実施していく。なお点検の結果、健全性が低いものにつ

いては計画的に対応していくことにより、効率的に維持管理していく。
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（５）道路事業について

ア 生活の安全を高める道路整備

＜目的、計画及び実績（成果）＞

交通事故が多発している道路及び緊急に交通の安全を確保する必要がある道路について、交

通事故の低減や歩行者等の安全で円滑な移動を確保するため、歩道等の交通安全施設整備や交

差点改良等を実施する。当事務所で管理している道路の内、小中学校の通学路となっているも

のを対象に、歩道未設置区間及び歩道幅員が狭隘な区間を優先して整備していく。

○全体計画

○実績及び計画

主要箇所名 箇所 事業期間 計画数量
全体事業費

（百万円）
事業内容

①（国）301号 横山 H27～R11 L=1,000m 1,854 歩道設置

②（国）301号 新居 H14～R9 L=694m 2,280
歩道設置

電線共同溝

③（国）301号 中之郷 R3～R8 L=170m 258 歩道設置

④(一)太田中原線 神座 R4～R8 L=220m 200 歩道設置

主要箇所名 箇所 年度 実績数量
年度別事業費

（百万円）
事業内容

① （国）301号 横山

令和５年度まで L=337m 624 道路工

令和６年度 L=205m 380 道路工

令和７年度以降 L=458m 850 道路工

② （国）301号 新居

令和５年度まで L=392ｍ 1,288

歩道工

電線共同溝

補償

令和６年度 L=28m 93

歩道工

電線共同溝

補償

令和７年度以降 L=274m 899

歩道工

電線共同溝

補償

③ （国）301号 中之郷

令和５年度まで － 106

用地測量・

用地調査

測量・設計

令和６年度 L=81m 17
擁壁工

歩道工

令和７年度以降 L=89m 135 歩道工

④ (一)太田中原線 神座 令和５年度まで － 16

用地測量・

用地調査

測量・設計
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＜評価（課題等）及び改善＞

① 横山工区については、順次歩道工事を実施し、事業効果の早期発現に努めていく。

② 新居工区については、歩道整備・無電柱化の実施に向け、用地交渉を進めるとともに、

電線事業者、地元等との合意形成を図り、電線共同溝の設計を実施していく。

③ 中之郷工区については、順次歩道工事を実施し、事業効果の早期発現に努めていく。

④ 神座工区については、用地買収が完了した箇所から順次歩道工事を実施し、事業効果の

早期発現に努めていく。

イ 橋梁の耐震対策

＜目的、計画及び実績（成果）＞

大規模災害発生時に、救急・救命活動や支援物資の輸送、復旧・復興活動を迅速に行うため、

緊急輸送路を始めとした橋梁の耐震対策を実施する。

○全体計画

（国）301号は、浜松市を起点として愛知県豊田市に至る延長約104㎞の主要幹線道路である。

当路線は防災計画上の緊急輸送路に指定されており、大規模地震等における救助・救援活動や

緊急物資の輸送等、極めて重要な役割を担っている。

本橋梁は、昭和47年に架設された橋長479.2ｍの浜名湖を跨ぐ橋梁であり、経年変化により鋼

部材、コンクリート部材の劣化・損傷が進行している。このため、橋梁の耐震対策とともに、部

材の補修等を実施し、本橋梁の耐震化及び長寿命化を図るものである。

○実績及び計画

＜評価（課題等）及び改善＞

工事工程に影響を及ぼす関係機関の浜名漁協や航路利用者の団体等との調整を図り、早期の

事業完了を目指していく。

主要箇所 事業期間 実績数量 全体事業費 事業内容

（国）301号

西浜名橋
H31～R6 １橋 2,698百万円

橋脚補強

支承取替

主要箇所 年度 実績数量 年度別事業費 事業内容

（国）301号

西浜名橋

令和５年度まで １式 2,478百万円

耐震設計（県単）

橋脚補強

支承取替

令和６年度 １式 220百万円
橋脚補強

支承取替

令和７年度以降 １式 －
支承取替

落橋防止工

令和６年度 － 0 －

令和７年度以降 L=220m 184 歩道工
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（６）河川・海岸事業について

ア 河川事業

＜目的、計画及び実績（成果）＞

① （二）馬込川 大規模特定河川事業（補助事業）

馬込川の改修計画は、令和２年４月に策定した馬込川水系河川整備計画に基づき、計画高

水流量は年超過確率1/10 規模の治水安全度を確保及び想定される津波への対策する計画で

ある。

河口から約3.40km 地点で馬込川に合流する高塚川流域において、馬込川の水位上昇に伴

い内水被害が多発している。そのため、河口部から馬込川の流下能力を高めるため、河道掘

削の施工を行っている。

② （一）安間川 国土強靭化総合流域防災事業（交付金事業）

安間川の改修計画は、平成16年４月に策定した天竜川水系安間川河川整備計画に基づき、

計画高水流量は年超過確率1/10規模の治水安全度を確保する計画である。

平成17年度から遊水地の用地補償を開始し、平成30年度末までに遊水地外周の付替道路、

掘削工及び築堤盛土工の施工が完了した。令和元年度から東海道新幹線上流部の河道改修に

着手し、護岸及び掘削工の施工を行っている。今後、橋梁架け替え等も実施していく。

③ （二）堀留川 広域河川改修事業（交付金事業）

堀留川の改修計画は、平成 28 年６月に策定した都田川水系河川整備計画に基づき、

年超過確率1/10規模の降雨による洪水を安全に流下させる計画である。

平成26年度に河川測量・設計、用地測量・調査、水門予備設計等に着手し、平成28年度

からは下流部の用地買収に着手している。令和元年度から水門工事に着手し、令和５年度末

に完成した。今後、上流部の河川改修、橋梁架け替え等を実施していく。

④ （二）都田川 国土強靭化総合流域防災事業…都田川

広域河川改修事業（交付金事業）…神宮寺川

都田川及び支川神宮寺川の改修計画は、平成28年６月に策定した都田川水系河川整備計

画に基づき、年超過確率1/20規模の降雨による洪水を安全に流下させる計画である。

平成28年度から事業に着手し、河川測量・設計、用地測量・調査、築堤・護岸工の施工を

行っている。令和５年度は、都田川の落合橋から浜名湖までの一連区間の築堤及び護岸工が

完了し、神宮寺川は令和４年度に完成した水神橋の取合道路等を実施した。

⑤ （二）馬込川 地震・高潮対策河川事業（交付金事業）

馬込川の地震・高潮対策は河口に津波対策水門を設置する計画である。

令和元年度に河川測量・設計、用地測量・調査を実施、交付金事業では、令和２年度から

仮設工（仮締切工事）、令和３年度から水門本体工、令和４年度から水門扉体工、令和６年度

から螺旋階段工、操作室、管理橋、右岸横堤工の施工を行っている。

⑥ （二）新川＜佐鳴湖＞

令和２年度に「人材育成」のテーマを新たに追加した「～みんなでつくる佐鳴湖～佐鳴湖

水環境向上行動計画（第２期）」を策定し、行政と市民が一体となって湖とその周辺環境を改

善することに取り組んでいる。令和６年度は、行動計画に基づく取組を推進するとともに、

専門委員会からの中間とりまとめを踏まえ事業実施期間を令和８年度まで２ヵ年延長した。
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○全体計画

○実績

主要箇所名 事業期間 計画数量 全体事業費 事業内容

①馬込川
平成28年度

～令和31年度

上流工区2.0km

下流工区12.2km
46,612百万円 河床掘削など

②安間川
平成16年度

～令和26年度

本川工区8.32km

遊水地工区6.6ha
16,291百万円

築堤・護岸

河床掘削など

③堀留川
平成28年度

～令和28年度
河道拡幅2.30km 17,800百万円

引堤

水門など

④都田川
平成28年度

～令和28年度

都田川工区2.0km

井伊谷川工区2.1km

神宮寺川工区1.5km

1,598百万円
築堤・護岸

など

⑤馬込川

（地震・高潮）

令和２年度

～令和９年度
津波対策水門1基 6,500百万円

水門・築堤

など

⑥佐鳴湖
令和２年度

～令和８年度
第2期行動計画 － 人材育成など

主要箇所名 年度 実績数量 年度別事業費 事業内容

① 馬込川

令和５年度

まで

馬込川 河床掘削 1,171百万円 河道掘削

令和６年度
馬込川 橋梁予備設計

護岸設計

70百万円 河道掘削

令和７年度

以降

馬込川 河道掘削

橋梁架け替え

45,371百万

円

河道掘削

など

② 安間川

令和５年度

まで

遊水地工区 用地買収5.2ha

遮水壁工

築堤工・掘削工

6,768百万円 用地買収

遮水壁工

築堤工等

令和６年度
本川工区 河道掘削 42百万円 河道掘削

護岸

令和７年度

以降

本川工区 河道掘削

遊水地工区 掘削

9,481百万円 遊水地掘削

川幅拡幅・護

岸など

③ 堀留川

令和５年度

まで

河川測量・設計、

用地測量・調査、水門予備設計

水門詳細設計、用地買収

水門躯体工

3,155百万円 測量・調査

用地買収

水門躯体工

築堤工

令和６年度
築堤工

用地買収

205百万円 築堤工

用地買収

令和７年度

以降

用地補償

水門工

築堤・護岸

14,440百万

円

用地買収、

物件補償、

河道拡幅な

ど

④ 都田川

令和５年度

まで

河川測量・設計、築堤工

神宮寺川工区 河道掘削工、

橋台工

都田川工区 築堤工・護岸工

972百万円 測量・調査

築堤・護岸

など

令和６年度 神宮寺川工区 河道掘削工 50百万円 河道掘削工
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＜評価（課題等）及び改善＞

① 馬込川 大規模特定河川事業（補助事業）

馬込川については、河口部から河積断面を広げて、流下能力を高めた。

高塚川流域の内水被害を軽減するためには、河床掘削を高塚川合流点付近まで進める必

要があるが、事業区間内にある白羽橋（浜松市管理）の橋脚の根入れが不足しているため、

掘削を行う前に当該橋梁の架け替えが必要となる。

② 安間川 国土強靭化総合流域防災事業（交付金事業）

安間川については、掘削工・護岸工等の工事を進め、地域の安全安心のため早期の効果

発現を目指した事業の進捗管理に努める。

安間川には、橋脚を有する橋梁が多数横断していることから、道路管理者と連携し、橋

梁架け替えにかかる調整を進めている。

③ 堀留川 広域河川改修事業（交付金事業）

堀留川については、令和５年度末に水門及び新河道の整備が完了し、明光橋の架け替え

や同橋上流の河川改修に向けた用地補償を進めている。

④ 都田川 広域河川改修事業（交付金事業）

都田川については、支川の井伊谷川や神宮寺川と併せた一連区間の早期完成を目指すと

ともに、河床掘削等を実施し、流下能力を確保していく。

⑤ 馬込川 地震・高潮対策河川事業（交付金事業）

馬込川については、津波対策水門の早期完成を目指す。

⑥ 佐鳴湖

佐鳴湖については、「～みんなでつくる佐鳴湖～佐鳴湖水環境向上行動計画（第２期）」

に基づき事業を展開するとともに、専門委員会からの中間とりまとめを踏まえ、第２期計

画後（令和９年度以降）を見据えた検討を行っていく。

令和７年度

以降

井伊谷川工区2.1km

神宮寺川工区1.5km

用地補償

576百万円 築堤・護岸

河道拡幅

など

⑤馬込川

(地震・高潮)

令和５年度

まで

仮締切工、本体工、扉体工 1,686百万円 水門工、仮締

切工、本体工

令和６年度
本体工、扉体工 1,946百万円 本体工、扉体

工

令和７年度

以降

本体工、扉体工、築堤工等 2,868百万円 本体工、扉体

工など

⑥佐鳴湖

令和５年度

まで
佐鳴湖地域協議会への負担金

毎年度

4.5百万円
負担金

令和６年度 佐鳴湖地域協議会への負担金 4.5百万円 負担金

令和７年度

以降
佐鳴湖地域協議会への負担金 4.5百万円 負担金
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イ 海岸事業

＜目的、計画及び実績（成果）＞

① 浜松篠原海岸 侵食対策事業

浜松篠原海岸の海岸侵食緊急対策は、平成18年９月に策定した計画に基づき、平成18～

27年度までに養浜（５万㎥/年以上）と３基の離岸堤を設置することとした。

平成23年度に離岸堤３基の施工が完了し、平成27年度までに養浜工約94万㎥を実施、

平成28年度から事業を休止し、モニタリングとして汀線・深浅測量を実施してきたが、馬込

川から３号離岸堤西側で予測より大きな速度での汀線後退がみられたため、令和３年度より

交付金による養浜事業を再開している。

② 浜松五島海岸 侵食対策事業

平成24年度から令和13年度までの20年間で、天竜川河口右岸において突堤１基の整備

と養浜（３万㎥/年以上）を実施する計画である。

令和３年度までに突堤工174ｍ（計画延長241ｍ）及び養浜工約26万㎥を実施している。

○全体計画

○実績及び計画

主要箇所名 年度 実績数量
年度別事業費

［千円］
事業内容

①浜松篠原海

岸侵食対策

事業

令和５年度

まで

養浜99.35万㎥

離岸堤 ３基
2,323,942

・養浜材は、国土交通省提供

の天竜川河床掘削土など

令和６年度 養浜 0.76万㎥ 52,300
・養浜材は、電源開発提供の

秋葉ダム浚渫土など

令和７年度

以降

養浜 ５万㎥/年

以上
1,323,110

・養浜材は、電源開発提供の

秋葉ダム浚渫土など

②浜松五島海

岸侵食対策

事業

令和５年度

まで

養浜 28.1 万㎥

消波工 １式

突堤工 168ｍ

1,256,190
・養浜材は、国土交通省提供

の天竜川河床掘削土など

・天竜川河口右岸における

突堤整備により沿岸漂砂

を制御する
令和６年度 養浜 3.4万㎥ 100,028

令和７年度

以降

突堤工 73ｍ

養浜 ３万㎥/年

以上

830,782

・天竜川河口右岸における

突堤整備

・養浜材は、国土交通省提供

の天竜川河床掘削土など

主要箇所名 事業期間 計画数量
全体事業費

［千円］
事業内容

①浜松篠原海

岸侵食対策

事業

平成18年度

～令和８年度

養浜５万㎥/

年以上

離岸堤3基

3,699,352

・離岸堤1基の幅は100ｍ

・養浜材は、国土交通省が提供

する天竜川河床掘削土など

②浜松五島海

岸侵食対策

事業

平成24年度

～令和13年度

養浜３万㎥/

年以上

突堤１基

消波工1式

2,187,000

・天竜川河口右岸における突堤

の整備により沿岸漂砂を制御

する

・養浜材は、国土交通省が提供

する天竜川河床掘削土など



- 31 -

＜評価（課題等）及び改善＞

● モニタリングの継続

浜松篠原海岸では、平成23年度までに離岸堤３基を整備し、継続的に養浜を実施したと

ころ、一定の事業効果が見られたことから、平成28年度には一旦事業を休止し、モニタリ

ングのみを継続して行うこととした。その後のモニタリングにより、令和２年度に一部で

汀線の後退が確認されたため、「遠州灘侵食対策検討委員会」において効果的な侵食対策に

ついて検討を進めた結果、事業を再開することとなり、令和３年度から養浜を実施すると

ともに、モニタリングを継続している。

● 養浜材の確保

電源開発株式会社と令和５年度に締結した「養浜材提供に係る協定」に基づき、養浜材

の確保に努めていくが、搬出路である国道152号が災害により長期通行止めとなる事態が

たびたび発生していることから、養浜材確保が課題となっている。このため、国土交通省

浜松河川国道事務所にも天竜川河床掘削土の提供を要望するなど、養浜材の安定的な確保

に努めていく。

● 浜松五島海岸突堤の延伸

令和６年夏に浜松五島海岸の突堤東側の砂浜侵食が急速に進み、突堤の当初設計時に想

定されていなかった突堤根本と海岸堤防の隙間に波が入り込むようになったため、応急措

置として大型土のうと袋詰玉石を投入した。

恒久対策として突堤を海岸堤防に向けて延伸して接続させる必要があり、令和７年度か

ら交付金事業で着工する。
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交通基盤部 １

道路・橋梁・河川状況調

１ 道 路 （令和６年４月１日現在）

２ 橋 梁 （令和６年４月１日現在）

３ 河 川 （令和６年度末）

区

種 分

別

路

線

数

延

長

道 路 内 訳

改良済延

長

管内率

（県平均）

未改良

延 長

管内率

（県平均）

通行不

能延長

(4t車)

摘

要

舗 装

管内率

（県平均） 砂 利

管内率

（県平均）

一 般

国 道
2

ｍ

23,174

ｍ

23,174

％

100

ｍ

0

％

0

ｍ

23,174

％

100

ｍ

0

％

0

ｍ

0

（99.6） （0.4） （93.9） （6.1）

主 要

地方道

2 10,527 10,527 100

0

0

10,527

100

0

0.0

0

（99.2） （0.8） （84.8） （15.2）

一 般

県 道

7 23,756 23,756 100

0

0

22,233

93.6

1,523

6.4

0

（96.8） （3.2） （81.0） （19.0）

計
11 57,457 57,457 100

0

0

55,934

97.3

1,523

2.8

0

（98.3） （1.7） （85.8） （14.2）

区 分

種 別
橋梁数

延 長 内 訳 荷重制限
橋 数

摘 要

１５ｍ未満 ３０ｍ未満 １００ｍ未満 １００ｍ以上

鋼 橋 4 0 3 1 0 0

コンクリート橋 55 42 7 4 2 0

木 橋 ・ 石 橋 0 0 0 0 0 0

混 合 橋 1 0 0 0 1 0

BOXカルバート 5 5 0 0 0 0

計 65 47 10 5 3 0

種 別 河川数 延 長 要改修延長
50㎜/h対応

改修済延長 改修率(県平均)

－級河川 40 290.1km 102.5km 35.4km
34.5％

（49.7%）

二級河川 30 192.9km 132.8km 75.7km
57.0%

（58.9%）

計 70 483.0km 235.3km 111.1km
47.2%

（55.0%）
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交通基盤部 ２

道路防災対策箇所の工事施工状況調

１ 道路防災総点検結果表（箇所数）

２ 道路防災対策工事施工状況

（令和７年７月 31 日現在）

（単位：金額・千円・率％）

区 分 要対策箇所
要経過観察箇所

（カルテ）
対策不要 合 計

事 務 所 ４ ８ １ １３

県 全 体 1,018 2,629 366 4,013

要対策箇所

過年度

(令和５年度まで)

現年度

(令和６年度)

進捗状況

(過年度＋現年度)

完了箇所
災害防除

事 業 費 施工箇所 完了箇所
災害防除

事 業 費 完了箇所
災害防除

事 業 費 進捗率

４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ％
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（７）砂防、地すべり、急傾斜地崩壊対策事業について

ア 砂防事業について

＜目的、計画及び実績（成果）＞

管内には、土石流危険渓流（ランクⅠ）が171箇所存在しており、危険箇所調査結果などに

基づき、危険度の高い箇所から区域指定を行い、土石流対策等の整備を図っており、対策工事

としてえん堤及び流路工を実施している。

○主な事業

① 西の平沢 事業間連携砂防等（補助）事業

浜松市天竜区西藤平地区に位置する渓流であり、流域部は風化が著しく進んだ脆弱な地

質であり渓岸浸食により渓床には不安定土砂が厚く堆積しており、下流域に保全対象の人

家15戸、幼稚園（要援護者利用施設）がある。対策工事として、砂防えん堤工２基を施工

する計画である。

令和６年度は、渓流保全工を実施した。

② 西上神沢 通常砂防事業

浜松市天竜区神沢地区に位置する渓流であり、流域部は風化が著しく進んだ脆弱な地質

であり渓岸浸食により渓床には不安定土砂が厚く堆積しており、下流域に保全対象の人家

９戸、主要地方道天竜東栄線（３次緊急輸送路）がある。対策工事として、砂防えん堤工

１基を施工する計画である。

令和６年度は、本堤工を実施した。

○全体計画

○実績

＜評価（課題等）及び改善＞

① 西の平沢

令和７年度は渓流保全工を施工し、令和８年度の完了を目指す。

② 西上神沢

令和７年度は砂防堰堤工を施工し、令和９年度の完了を目指す。

イ 地すべり対策事業について

＜目的、計画及び実績（成果）＞

管内には、地すべり危険箇所が71箇所存在しており、危険箇所調査結果などに基づき、危険

主要箇所名 事業期間 計画数量 全体事業費 事業内容

西の平沢
平成28年度

～令和８年度
本堤工 411百万円 砂防えん堤工２基

西上神沢
令和元年度

～令和９年度
本堤工 310百万円 砂防えん堤工１基

主要箇所名 年 度 実績数量 年度別事業費 事業内容

西の平沢
令和５年度まで 本堤工、副提工 262百万円 えん堤工

令和６年度 渓流保全工 0百万円 えん堤工

西上神沢
令和５年度まで

工事用道路工

渓流保全工

本堤工

40百万円 えん堤工

令和６年度 本堤工 96百万円 えん堤工
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度の高い箇所から区域指定を行い、地すべり対策事業を進めており、対策工事として集排水ボ

ーリング工等を施工している。

○主な事業

① 青谷 地すべり対策事業

浜松市天竜区龍山町瀬尻に位置し、保全対象として人家５戸、一級河川天竜川や国道152

号（２次緊急輸送路）がある。当該箇所の斜面では、明瞭な地すべり地形が認められ、梅

雨時、台風時期の集中豪雨による地すべり活動が危惧されるため、地すべり活動を抑制す

るための地下水排除工を施工する計画である。

令和６年度は、計器観測を実施した。

② 大滝 地すべり対策事業

浜松市天竜区佐久間町大井に位置し、昭和57年の７月～９月の台風に伴う豪雨で地す

べりが発生し、補助事業（昭和59年～61年）で地下水排除工を施工し、昭和61年にその

施設効果により地すべり滑動の停止が確認されたことから、地すべりブロックの対策を概

成としたが、令和２年７月の豪雨で昭和57年当時を上回る雨量により、地下水位が上昇

し、地すべりが再滑動した。

このため、今後の降雨等により、さらに地すべりが活発となり危険度を増した場合、人

家６戸、一級河川天竜川、国道152号（２次緊急輸送路）等の公共施設に被害を及ぼすお

それがあるため、地すべり活動を抑制させるための地下水排除工を施工する計画である。

令和６年度は、計器観測及び集水井工を実施した。

○全体計画

○実績

＜評価（課題等）及び改善＞

① 青谷 地すべり対策事業

令和７年度は、計器観測を実施し、令和９年度の完了を目指す。

② 大滝 地すべり対策事業

令和７年度は、計器観測、集水井工を実施し、令和10年度の完了を目指す。

主要箇所名 事業期間 計画数量 全体事業費 事業内容

青谷
平成28年度

～令和９年度
横ボーリング工 320百万円 地下水排除工

大滝
令和４年度

～令和10年度
集水井工 760百万円 地下水排除工

主要箇所名 年 度 実績数量
年度別

事業費
事業内容

青谷
令和５年度まで

地質調査、計器観測

測量設計、用地補償

横ボーリング工

178百万円
計器観測

地下水排除工

令和６年度 計器観測 4百万円 計器観測

大滝
令和５年度まで

地質調査、計器観測

測量設計、用地補償

集水井工

259百万円 地下水排除工

令和６年度 計器観測、集水井工 20百万円 地下水排除工
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ウ 急傾斜地崩壊対策事業について

＜目的、計画及び実績（成果）＞

管内には、急傾斜地崩壊危険箇所（ランクⅠ）が641箇所存在しており、危険箇所調査結果な

どに基づき、危険度の高い箇所から区域指定を行い、急傾斜地崩壊対策事業を進めており、対策

工事として擁壁工等を施工している。

○主な事業

① 両島山本A 急傾斜地崩壊対策事業

浜松市天竜区に位置し、区域内には保全人家20戸及び主要地方道天竜東栄線がある。

がけ崩れの発生によって緊急輸送路が被災した場合には、周辺地域一体に甚大な影響を及

ぼすことが想定され、地形が急峻で地質が脆弱な当該箇所は早急に崩壊防止対策を実施す

る必要があるため、対策工事として擁壁工を実施する計画である。

令和６年度は、擁壁工を実施した。

② 谷下 急傾斜地崩壊対策事業

浜松市天竜区に位置し、区域内には保全人家が14戸ある。豪雨時や大規模地震等による

がけ崩れ発生時には、周辺地域一体に甚大な影響を及ぼすことが想定され、地形が急峻で

地質が脆弱な当該箇所は早急に崩壊防止対策を実施する必要があるため、対策工事として

擁壁工を実施する計画である。

令和６年度は、擁壁工を行った。

○全体計画

○実績

＜評価（課題等）及び改善＞

① 両島山本A 急傾斜地崩壊対策事業

令和７年度は擁壁工を実施し、令和８年度完成を目指す。

② 谷下 急傾斜地崩壊対策事業

令和７年度は用地補償、擁壁工を実施し、令和11年度完成を目指す。

エ 土砂災害防止法に係る基礎調査事業（ソフト事業）について

＜目的、計画及び実績（成果）＞

「土砂災害防止法」は、土砂災害から住民の生命を守るため土砂災害のおそれがある区域を

「土砂災害区域・土砂災害特別警戒区域」に指定して、危険の周知、警戒避難体制の整備、住

宅等の新規立地抑制等を推進するものであり、区域の指定に際しては、土砂災害のおそれがあ

主要箇所名 事業期間 計画数量 全体事業費 事業内容

両島山本A
令和２年度

～令和８年度
擁壁工Ｌ＝434ｍ 350百万円 擁壁工

谷下
令和３年度補正

～令和11年度
擁壁工Ｌ＝455ｍ 550百万円 擁壁工

主要箇所名 年 度 実績数量 年度別事業費 事業内容

両島山本A
令和５年度まで 擁壁工Ｌ＝85ｍ 131 百万円 擁壁工

令和６年度 擁壁工Ｌ＝60ｍ 70百万円 擁壁工

谷下
令和５年度まで

測量、設計

地質調査、用地測量

用地補償

32百万円

測量、設計

地質調査

用地測量

用地補償

令和６年度 擁壁工Ｌ＝36ｍ 65百万円 擁壁工
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る土地に関する地形、地質、土地利用状況等を把握するための基礎調査を実施する。

１巡目の区域指定では、3,303 箇所の土砂災害危険箇所を対象に基礎調査を行った結果、令

和元年度末までに3,249箇所の土砂災害警戒区域の指定が完了した。（がけの勾配が30度未満

等、地形条件が指定要件を満たさなかった54箇所を除く）

令和２年度からは、開発行為等に伴う地形改変の情報を収集し、区域の見直しが必要な箇所

や新たに把握した指定要件を満たす箇所において再度基礎調査を実施し、区域の見直しを行っ

ている。なお、天竜区内では土砂災害警戒区域のみを先行指定していたため、特別警戒区域の

追加指定を順次進めている。

○実績

土砂災害警戒区域指定状況（１巡目指定完了時点 R2.3.31）

土砂災害警戒区域指定状況（最新 R7.3.31）

＜評価（課題等）及び改善＞

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域は不動産取引の際の重要説明事項となる。

さらに土砂災害特別警戒区域では、宅地分譲や要配慮者利用施設等の特定開発行為の制限や、

居室を有する建築物の構造の規制をかけている。

このため、地形改変や対策工事の実施により指定要件に該当しなくなった区域は、現状に合

わせて区域の見直しをしていく必要がある。

また、近年の全国的な土砂災害において、土砂災害警戒区域に指定されていない箇所の被害

事例が見られたことから、国は令和２年８月に「土砂災害防止対策基本指針」を変更し、「高精

度な地形情報を用いて、土砂災害が発生するおそれがある箇所の抽出に努める」こととした。

このため、本県独自の取組として高精度な地形情報を取得して区域の候補箇所の抽出を行った

結果、管内で2,159箇所が抽出されたため、令和６年度に優先順位付けを行った上で令和７年

度から基礎調査を開始し、順次区域指定を進めていく。

土砂災害警戒区域候補箇所の抽出（R6.3.21公表）

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

土石流 地すべり 急傾斜 計 土石流 地すべり 急傾斜 計

浜松市 571 138 2,309 3,018 396 0 1,936 2,332

湖西市 5 0 226 231 3 0 219 222

計 576 138 2,535 3,249 399 0 2,155 2,554

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

土石流 地すべり 急傾斜 計 土石流 地すべり 急傾斜 計

浜松市 574 138 2,307 3,019 453 0 2,146 2,599

湖西市 5 0 224 229 3 0 218 221

計 579 138 2,531 3,248 456 0 2,364 2,820

土砂災害警戒区域の候補箇所

土石流 地すべり 急傾斜 計

浜松市 782 0 1,228 2,010

湖西市 28 0 121 149

計 810 0 1,349 2,159
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（８）港湾・漁港事業について

ア 港湾

＜目的、計画及び実績（成果）＞

① 浜名港改修（地方）事業（交付金）

航路維持のために今切口左岸に設置されている今切口東導流堤では、老朽化による損傷が

著しいため、平成26年度から改良工事を実施している。

令和６年度は、導流堤改修を実施した。

② 浜名港海岸高潮対策事業（交付金）

第４次地震被害想定におけるレベル１津波高に対応した堤防改良（嵩上げ等）及びレベル

２津波高に対応した避難施設として命山の整備を、平成26年度から実施している。

令和６年度は、命山付属物工を実施した。

○全体計画

○実績

主要箇所名 年度 実績数量 年度別事業費 事業内容

①浜名港改修

（地方）事業

令和５年度

まで
導流堤工L=82m 267百万円

詳細設計

消波工

令和６年度 導流堤工L=30m 189百万円
消波工

上部工

令和７年度

以降
導流堤工L=100m 669百万円

消波工

上部工

②浜名港海岸海岸

高潮事業

令和５年度

まで

測量N=１式

詳細設計N=１式

堤防嵩上げ工L=880m

堤防被覆工L=880m

命山築造工 V=122,000 ㎥

2,242百万円

測量

詳細設計

堤防嵩上げ

命山

令和６年度 命山付属物工 N=１式 70百万円 命山

主要箇所名 事業期間 計画数量 全体事業費 事業内容

①浜名港改修（地

方）事業（交付金）

平成26年度

～令和７年度
導流堤改良L=212m 1,125百万円

消波工

上部工

②浜名港海岸海岸

高潮事業(交付金)

平成26年度

～令和６年度

堤防改良L=880m

命山N=１基
2,312百万円

堤防嵩上げ

命山
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＜評価（課題等）及び改善＞

① 浜名港改修（地方）事業（交付金）

平成28年度から東導流堤の改修（消波工・上部工）に着手した。令和４年度から重点化計

画に移行し、計画的に予算配分がされている。令和６年度はコンクリート単価の実勢価格と

の乖離を原因として２件の不調が発生したが、引き続き適切な事業執行に努めていく。

② 浜名港海岸高潮対策事業（交付金）

命山及び防潮堤嵩上げの工事が令和６年度末に完了した。令和６年度は、命山の愛称募集

を実施し、「今切の丘」に決定した。

イ 漁港

＜目的、計画及び実績（成果）＞

① 舞阪漁港 水産流通基盤整備事業（国庫補助）

平成30年度から、震災後における安定的かつ効率的な水産物供給が可能な力強い水産業

づくりを行うため、令和８年度までに岸壁、臨港道路、護岸の施設改良を実施する。

優先順位の高い箇所から、防波堤や主要陸揚岸壁等の施設改良を実施し、令和６年度は臨

港道路等の設計を実施した。

② 舞阪漁港 水産物供給基盤機能保全事業（国庫補助）

平成22年度より着手し、令和７年度までの計画で、施設の長寿命化を図るため、物揚場工

等を実施している。

優先順位の高い箇所から、物揚場防食工、物揚場補修工、機能保全計画策定を実施し、令

和６年度は、物揚場本体工事に伴う地盤影響調査等を実施した。

○全体計画

主要箇所名 年度 計画数量 全体事業費 事業内容

①

舞阪漁港

水産流通基盤

整備事業

（国庫補助）

平成30年度

～

令和８年度

外

郭
護岸工 330.0 ｍ 202百万円 護岸

水

域

係

留

防潮堤工 80.0 ｍ 96百万円 防潮堤

岸壁工 135.0 ｍ 71百万円 岸壁

輸

送
臨港道路７号線 143.0 ｍ 286百万円 道路

②

舞阪漁港水産

物供給基盤機

能保全事業

（国庫補助）

平成22年度

～

令和７年度

岸壁工 42 ｍ

851百万円

岸壁

物揚場

防波堤

物揚場工 1,056 ｍ

防波堤工 85 ｍ
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○実績

＜評価（課題等）及び改善＞

① 舞阪漁港 水産流通基盤整備事業（国庫補助）

震災後における安定的かつ効率的な水産物供給が可能な力強い水産業づくりを行うとともに、

漁業関係者の安全、安心な就労環境を確保するため、防波堤や主要陸揚岸壁等の耐震強化を図

った。引き続き、市場へ通じる唯一の桟橋式アクセス道路等の耐震強化を推進していく。

② 舞阪漁港 水産物供給基盤機能保全事業（国庫補助）

舞阪浜表第１防波堤の先端ブロックに水平移動や傾きが見られたため、簡易調査し健全度を

評価したところ、早急な保全工事の必要性が認められたので、令和３年度に舞阪浜表第１防波

堤を工事実施の対象施設に追加した。併せて、実際の老朽化の進行状況などをもとに計画期間

の精査を行った結果、計画期間を令和７年度まで延期した。引き続き、計画施設の長寿命化を

推進していく。

主要箇所名 年度 実績数量 年度別事業費 事業内容

①

舞阪漁港

水産流通基

盤整備事業

（国庫補助）

令和５年度

まで
護岸工 102ｍ 250百万円 護岸工

令和６年度 設計 １式 10百万円 設計

令和７年度

以降

岸壁工 135ｍ

395百万円

岸壁工

臨港道路

護岸工

防波堤工

臨港道路 143ｍ

護岸工 228ｍ

防波堤工 80ｍ

②

舞阪漁港

水産物供給

基盤機能保

全事業

（国庫補助）

令和５年度

まで

物揚場工

測量・設計

・地質調査

機能保全計画

岸壁工

1,056ｍ

１式

１式

42ｍ

777百万円
物揚場工

岸壁工

令和６年度 調査 １式 10百万円 物揚場工

令和７年度

以降
防波堤工 85ｍ 64百万円 防波堤工
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（９）災害復旧事業について

＜目的、計画及び実績（成果）＞

管内の河川は、北遠地域では天竜川に、また浜名湖北部では都田川に合流する山間地を流下す

る急勾配の河川が多く、台風や集中豪雨に伴う出水時には激流化して河岸を洗掘し、多大な被害

を与えている。また市街地を流れる馬込川、安間川においても治水安全度は十分ではなく、台風

や集中豪雨に伴う出水により河川の被害が度々発生している。

また、当事務所が管理する海岸については、波浪やうねりが激しい遠州灘に面しているため、

台風などの接近に伴い、海岸保全施設等に被害が度々発生している。

異常な天然現象により生じた災害で、県が維持管理している公共土木施設の被害について、災

害復旧の採択を受け、被災施設を原形に復旧又は原形に復旧することが不可能な場合には、当該

施設の従前の効用を復旧するよう施設を築造する。

① 令和４年発生公共土木施設災害復旧事業

令和４年度は７月の豪雨と９月に来襲した台風15号に伴う異常な河川出水により、14河

川33箇所で公共土木施設が被災した。施設の機能回復を図るため、災害復旧事業を申請し採

択された。（査定決定額計2,794,608千円）

② 令和５年発生公共土木施設災害復旧事業

令和５年度は６月に来襲した台風２号に伴う異常な河川出水等により、14河川 23箇所、

急傾斜地崩壊防止施設３箇所で公共土木施設が被災した。施設の機能回復を図るため、災害

復旧事業を申請し採択された。（査定決定額計1,012,496千円）

被災年月日 河川名 箇所 計画数量 決定額 主な事業内容

R4.7.8～7.10

豪雨

二級河川

芳川

浜松市中央区

頭陀寺町

復旧延長

L=58.4ｍ
110,265千円

ブロック張工

A=271m2

R4.9.23～9.24

台風15号

一級河川

二俣川

浜松市天竜区

山東３

復旧延長

L=201.3ｍ
130,238千円

大型ブロック積工

A=1,059m2

二級河川

馬込川

浜松市中央区

江之島町２

復旧延長

L=54ｍ
700,279千円

鋼矢板打込工

N=110枚

被災年月日 河川名等 箇所 計画数量 決定額 主な事業内容

R5.6.2～6.3

台風２号

二級河川

都田川

浜松市浜名区

都田町１

復旧延長

L=147.9ｍ
123,398千円

ブロック張工

A=1,481m2

一級河川

二俣川

浜松市天竜区

山東３

復旧延長

L=213.7ｍ
100,407千円

大型ブロック積工

A=338m2

急傾斜

神ケ谷東

浜松市中央区

神ケ谷町

復旧延長

L=50ｍ
46,376千円

落石防護柵工

L=48ｍ
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③ 令和６年発生公共土木施設災害復旧事業

令和６年度は６月の豪雨と８月に来襲した台風10号、10月の豪雨に伴う異常な河川出水

等により、10河川 17箇所、急傾斜地崩壊防止施設４箇所で公共土木施設が被災した。施設

の機能回復を図るため、災害復旧事業を申請し採択された。（査定決定額計923,376千円）

＜評価（課題等）及び改善＞

令和５年災箇所は、26箇所の内25箇所が完了し、残り１箇所で工事を進めている。

令和６年災箇所は、21箇所の内２箇所が完了し、３箇所が未契約、残り16箇所の工事を進め

ている。

（令和７年７月末現在）

被災年月日 河川名等 箇所 計画数量 決定額 主な事業内容

R6.6.28～6.29

豪雨

二級河川

都筑大谷川

浜松市浜名区

三ケ日町都筑2

復旧延長

L=103.9ｍ
87,463千円

ブロック張工

A=512m2

R6.8.22～9.1

台風10号

渡ケ島

禿石

浜松市天竜区

渡ケ島

復旧延長

L=76ｍ
166,778千円

現場吹付法枠工

A=392m2

R6.10.3～10.6

豪雨

二級河川

坊瀬川

湖西市

吉美

復旧延長

L=138.3ｍ
74,298千円

ブロック積工

A=730m2
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（１０）都市計画について

ア 都市計画区域

管内の都市計画区域は浜松と湖西の 2 区域があり、都市の健全な発展と秩序ある整備を

図るための都市計画を定めている。

また、これらの区域には、都市計画の区域区分（市街化区域及び市街化調整区域の線引き

制度）と用途地域がそれぞれ指定されている。

① 浜松都市計画区域（浜松市）

平成 17 年７月１日の市町村合併に伴い、新浜松市に属することとなった４つの都市計

画区域（西遠広域、奥浜名広域、三ケ日、及び旧天竜土木事務所管内の天竜都市計画区域）

について、統合再編のため平成 17年度都市基本計画、平成 18年度区域マスタープランが

策定され、平成 19 年４月１日政令市移行により、46,768ha の「浜松都市計画区域」とな

った。

その後、平成 22 年 3 月 16 日の総務大臣告示により浜名湖の行政界が確定したことか

ら面積が 51,455ha になった（湖沼部分 4,687ha）。

② 湖西都市計画区域（湖西市）

昭和 46 年７月２日に都市計画法が適用され、湖西市・（旧）新居町全域のうち浜名湖を

除く部分について、6,855ha の「西浜名広域都市計画区域」となった。その後、平成 22年

３月 23 日の湖西市・新居町合併に伴い都市計画区域名を「湖西都市計画区域」に変更し

た。

なお、浜松市と同様に平成 22 年３月 16 日の総務大臣告示により浜名湖の行政界が確

定したことから面積が 8,665ha になった（湖沼部分 1,810ha）。

また、平成 26年度全国都道府県市町村別面積調の結果により、8,656ha となった。

【都市計画区域の指定状況】

（令和７年３月 31日現在）

※上記表の人口に、外国人を含む。

都市計画区域名 都市名
面

積

行政区域 人

口

行政区域 法適用

年月日

最終告示

年月日都市計画区域 都市計画区域

《浜松》

線引き、用途地域

決定済

浜松市

ha

155,806

人

781,011

S46.6.25 R3.3.23

51,455 762,821

計
155,806 781,011

51,455 762,821

《湖西》

線引き、用途地域

決定済

湖西市
8,656 56,971 S46.7.2 R3.3.30

8,656 56,971

計
8,656 56,971

8,656 56,971

合 計
164,462 837,982

60,111 819,792
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イ 屋外広告物

＜目的及び実績（成果）＞

○目的

屋外広告物法、静岡県屋外広告物条例及び同条例施行規則に基づく

① 良好な景観形成・風致の維持 ② 公衆に対する危険防止

○実績

別紙－交通基盤部１４－２「屋外広告業の管理状況調」

＜評価（課題等）及び改善＞

優良な事業者の育成を図り、良好な景観の形成に寄与する広告物が設置される体制の構

築を目的とした屋外広告業登録制度に関する事務等を平成 17年度から行っている。

引き続き、屋外広告業登録制度に基づく事務等に取組み、良好な景観形成の推進に努める。

なお、管内の用途地域内及び主要道路・鉄道沿線等における屋外広告物の規制に関する

事務については、平成 22年４月までに関係市町に全ての権限を移譲した

（移譲時期） ・浜 松 市：平成 8年度～17 年度

・旧湖西市：平成 15年度

・旧新居町：平成 22年度（湖西市との合併による）

ウ 景観計画

＜目的、計画及び実績（成果）＞

浜名湖の美しい自然景観を守り、より美しく創造することを目指し、浜名湖周辺の広域的

な景観形成の方針を示すとともに、具体的な取組を整理して行動を起こしていくため、「浜

名湖景観形成行動計画」を浜名湖広域景観推進会議（静岡県・浜松市・湖西市）で策定した。

○計画

①計画期間 : 令和２年度から令和 11年度までの 10年間

（令和２～４年度の３年間を短期、令和５年度以降を中長期）

②対象範囲 : 浜名湖の眺望を楽しめる主要な道路を包括する範囲

（浜名湖サイクリングロードを主軸）

③具体的な取組：・浜名湖ツーリズム等との連携

・防護柵の景観への考慮

・修景のための剪定や雑木伐採等

○実績

・令和２年度 修景伐採（東名浜名湖 SA）

・令和３年度 官民連携による防護柵塗替え（国道 301 号添い：湖西市横山付近）

R4.1 を予定していたがコロナウィルス感染症の影響により延期 → R4.6.5

・令和４年度 修景伐採（東名浜名湖ＳＡ）

＜評価（課題等）及び改善＞

令和元年度に策定された計画に則り、関係２市（浜松市、湖西市）と連携した景観形成を

実施している。令和５年度に令和２年度からの３年間（短期）に実施した取組について、短

期末（R４）までの浜名湖広域景観推進会議において、計画の評価を行った。令和６年度以

降は短期末評価踏まえた上で活動を計画、実施していく。
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交通基盤部１４－２

屋外広告業の管理状況調

(令和７年７月 31日現在)

（登録件数は累計数）

(注)１ 登録制度は 17年 10 月、指導監督措置は 19 年 4月より施行。

２ 登録件数は、当該年度末の登録業者件数。令和６年度は調整日現在の登録業者件数。

３ 立入調査件数は、条例第 25条の４の規定に基づく随時又は定期の立入検査の件数。

４ 指導件数は、条例第 25条の規定に基づく口頭又は文書による指導等の件数。

５ 処分件数は、条例第 25条の２の規定に基づく登録の取消し及び営業停止の命令の件数。

６ 告発件数は、条例第６章の規定に該当する者について行った告発の件数。

エ 都市計画事業

（ア）街路事業

＜目的、計画及び実績（成果）＞

湖西市の市街地において、交通需要の高い都市計画道路の整備を進め、円滑な都市活動

と快適な都市生活の実現を目指して次期事業の計画・調整を進めている。

（イ）都市公園維持補修事業

管内には、県営都市公園として遠州灘海浜公園と浜名湖ガーデンパークが開設されて

いる。

これらの管理については、遠州灘海浜公園が平成 18 年度から、浜名湖ガーデンパーク

が平成 22年度から指定管理者制度により行われている。

公園施設の補修については、補修費用が 30万円以上と見込まれるもののうち、公園緑

地課と指定管理者間で協議が整ったものに限り、県が実施することとしている。

浜松土木事務所では、公園緑地課から依頼を受け、当該補修工事の発注及び監督業務を

行っている。

【公園の概要】

区 分

年 度
登録件数

立入検査

件数
指導件数 処分件数 告発件数

令和５年度 302 2 3 0 0

令和６年度 308 0 0 0 0

令和７年度 325 0 0 0 0

公園の名称 主要施設 指定管理者

遠州灘海浜公園 球技場、各種広場、大型遊具、自然

観察園

天龍造園建設グループ

（R3～R8）

浜名湖ガーデンパーク 花木園、庭園、緑地広場、屋外ステ

ージ、体験学習館

浜名湖えんてつグループ

（R7～R11）
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令和６年度は、遠州灘海浜公園、浜名湖ガーデンパークともに、事務所発注の補修・

更新工事は実施していない。

（ウ）市町施行の都市計画事業の指導及び審査

湖西市（一部組合）が施行する、街路事業、公園事業、下水道事業、土地区画整理事業

等の市街地整備事業のうち、交付金事業及び県費補助事業について、計画策定、事業認可、

交付金申請、実施設計作成、予算要望等の指導・監督・審査事務を行っている。
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（１１）建築・住宅・営繕関係事務について

ア 建築関係事務

「建築基準法」、「建築士法」、「宅地建物取引業法」、「浄化槽法」に基づく許認可等事務、「高

齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー法）、「長期優良住宅の普

及の促進に関する法律」に基づく認定等事務、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

（建設リサイクル法）、｢静岡県福祉のまちづくり条例｣、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保

等に関する法律」（住宅瑕疵担保履行法）、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」

（建築物省エネ法）に基づく届出書等の審査事務を行っている。

また、安全で安心できるまちづくりのため、既存木造住宅の耐震化（ＴＯＵＫＡＩ－０事業）

を重点施策とする建築物の地震対策や特殊建築物の防災対策などについて建築物の所有者等へ

啓発指導している。

（ア）建築基準法関係

●建築確認・検査等

＜目的＞

国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とした「建築基準法」に基づき建築確

認・検査及び建築許可等を行っている。

当事務所管内の建築物の確認・検査事務は、階数が４階以下かつ延べ面積が1,500㎡以下

の建築物について行っている。

区域・地域等指定状況 （令和７年７月31日現在）

＊○は全域、△は一部指定。

＊浜松市は特定行政庁であり、災害危険区域内における建築制限解除を除き、全ての建築物

の確認・検査事務、許認可等を行なっている。

＊湖西市は限定特定行政庁であり、小規模な建築物の確認及び検査事務を行っている。

都市計画区域名 市町名 都市計画区域 用途地域 防火・準防火地域 備 考

浜松 浜松市 △ △ △ 特定行政庁

湖西 湖西市 ○ △ △ 限定特定行政庁
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＜実績＞

a 建築基準法に基づく申請受付件数 （令和７年７月31日現在）

ｂ 申請手数料額 （令和７年７月31日現在）

＊災害危険区域内における建築制限解除については無料。

＜評価（課題）・改善＞

官民の役割分担の見直しにより的確で効率的な執行体制を創出するため、平成12年に建築

確認・検査の民間開放が行われ、現在では民間による処理が大半となった。

県に申請のあった建築確認等の各申請について、国や県で定めた指針に沿って適正な審

査・検査を行うとともに、迅速な処理に努めた。

また、完了検査率100％を目標に、完了予定日を経過しても検査申請のない物件に対し、

状況を確認し、必要に応じ督促を行っている。（令和６年度完了検査率 100％ ※民間処理

分を含む）

その他、民間ではできない違反建築物の是正指導に努めている。

年 度

区 分
令和６年度 令和７年度

建 築 確 認 申 請

一 般 ０ ０

工 作 物 ０ ０

設 備 ０ ０

計画通知 １ ０

計 １ ０

検 査 申 請

一 般 ０ ０

工 作 物 ０ ０

設 備 ０ ０

計画通知 ０ ０

計 ０ ０

建 築 許 可 申 請

法43条 ０ １

法48条 ０ ０

その他 ０ ０

計 ０ １

建 築 認 定 申 請 法43条 ０ ０

仮 使 用 承 認 申 請 ０ ０

災害危険区域内における建築制限解除 ５ １

年 度

区 分

令和６年度

(千円)

令和７年度

(千円)

確 認 申 請 27 ０

計 画 変 更 確 認 申 請 ０ ０

中 間 検 査 申 請 ０ ０

完 了 検 査 申 請 ０ ０

建 築 許 可 申 請 ０ 33

仮 使 用 承 認 申 請 ０ ０

合 計 27 33
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●特殊建築物の定期報告

＜目的＞

不特定多数の者を収容する旅館・ホテル、百貨店、集会場等の特殊建築物について、災害

の未然防止を図り、利用者の安全を確保するため、建築物の敷地、構造及び建築設備の維持

管理状況を、建築士等の専門家が調査・検査して特定行政庁に報告する制度である。この調

査・検査報告書の審査及び指導を行っている。

＜実績＞

特殊建築物定期報告件数 （令和７年７月31日現在）

＊昇降機の審査及び指導は、平成28年度からくらし・環境部建築確認検査室が行っている。

＜評価（課題）・改善＞

定期調査・検査報告書の内容を審査し、指摘箇所については文書で所有者等に改善指導を

行い特殊建築物の適切な維持保全に努めた。また未報告者に対して文書や現地での面談によ

り報告書の提出について指導を行った。

令和６年度分の定期報告率（建築物）は94.4％（令和６年度静岡県定期報告率向上実施計

画の目標89％）となっており、報告率向上のため今後も未報告者に対し指導を行う。

●指定確認検査機関

＜目的＞

国土交通大臣又は都道府県知事の指定を受けた建築確認及び検査を行う指定確認検査機関

が確認済証や検査済証を交付したときは、その内容を特定行政庁に報告する必要がある。

＜実績＞

指定確認検査機関からの報告件数 （令和７年７月31日現在）

＜評価（課題）・改善＞

指定確認検査機関からの報告書について機関の処分の適否を確認した。不適当と見られる

場合は建築主及び指定確認検査機関に通知し、是正を講ずる必要があるため、迅速な処理に

努めた。

（イ）建築士法、宅地建物取引業法、浄化槽法関係

＜目的＞

・平成20年度から、建築士事務所の開設者はその事業年度ごとに「設計等の業務に関する報

告書」を作成し都道府県知事に提出することが義務付けられ、この報告書の審査を行って

いる。

・宅地や建物の取引の公正さ等を確保し、業務の適正化を図るため「宅地建物取引業法」に

区分
年度 令和６年度 令和７年度

建 築 物 51 ０

建築設備 74 ０

防火設備 38 １

計 163 １

区 分 令和６年度 令和７年度

確認審査報告書 58 17

完了・中間検査報告書 77 39
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基づく許認可等事務を行っている。

・浄化槽の設置、保守点検等の業務の適正化を図るため「浄化槽法」に基づく許認可等事務

を行っている。

＜実績＞

ａ 申請等受付件数 （令和７年７月31日現在）

＊建築士事務所登録事務は(一社)静岡県建築士事務所協会が行っている。

＊一級建築士免許登録事務は(公社)日本建築士会連合会、二級及び木造建築士免許登録事

務は(公社)静岡県建築士会が行っている。

＊浄化槽工事業を営もうとする者は、知事の登録を受ける必要がある。建設業許可（土木、

建築、管工事業に限る。）を受けている者は、開業の届出により浄化槽工事業者とみなさ

れる。

ｂ 登録申請手数料額 （令和７年７月31日現在）

＊浄化槽工事業者届出については無料。

ｃ 管内における登録及び免許件数 （ 令和７年７月31日現在）

区分 年度 令和６年度 令和７年度

建築士事務所の設計等の業務に関する報告書 315 89

宅地建物取引業免許 117 32

宅地建物取引士登録 134 58

浄化槽工事業者
届 出 ０ ０

登 録 １ １

区分 年度 令和６年度（千円） 令和７年度（千円）

宅地建物取引業免許 3,861 1,056

宅地建物取引士登録 4,958 2,146

浄化槽工事業者登録 33 ０

合 計 8,852 3,202

区分 年度 令和６年度 令和７年度

建築士事務所登録件数

一 級 495 501

二 級 169 170

木 造 ０ ０

計 664 671

宅地建物取引業免許件数 720 700

浄化槽工事業者登録件数
届 出 89 89

登 録 ９ ９
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ｄ 建築士事務所及び宅地建物取引業者指導状況 （令和７年７月31日現在）

＜評価（課題）・改善＞

建築士事務所及び宅地建物取引業者に対して立入検査を実施し、業務の適正化について必

要な指導を行っている。

（ウ）「バリアフリー法」、「静岡県福祉のまちづくり条例」関係

＜目的＞

障害者や高齢者を含む誰もが自らの意思で自由に行動し、あらゆる施設を安全かつ円滑に

利用できるまちづくり推進のために、不特定かつ多数の者が利用する公共的施設について、

「バリアフリー法」に基づく認定事務や「静岡県福祉のまちづくり条例」に基づく審査、

指導及び適合証交付を行っている。

＜実績＞

届出等の件数 （令和７年７月31日現在）

＜評価（課題）・改善＞

バリアフリー法では一定規模以下の施設、静岡県福祉のまちづくり条例では全ての施設が

努力義務となっているが、事前相談などの機会を捉えて基準に適合するよう指導を行った。

（エ）「建設リサイクル法」関係

＜目的＞

特定建設資材の分別解体及び再資源化等の促進のため、建築物に係る解体工事等の届出の

審査及び業者の指導や解体工事現場のパトロールを実施している。

＜実績＞

ａ 建設リサイクル法に基づく届出等の件数 （令和７年７月31日現在）

＊国の機関又は地方公共団体が発注する場合は通知となる。

ｂ 建設リサイクル法パトロール件数 （令和７年７月31日現在）

区 分
立入検査件数 指導件数

令和６年度 令和７年度 令和６年度 令和７年度

一級建築士事務所 14 ４ 14 ３

二級建築士事務所 ７ ３ ７ ２

木造建築士事務所 ０ ０ ０ ０

宅地建物取引業者 12 ０ ０ ０

区分 年 度 令和６年度 令和７年度

バ リ ア フ リ ー 法 認定受付件数 ０ ０

静岡県福祉のまちづくり条例
新築等届出件数 ２ ２

適合証交付件数 ０ ０

区分 年度 令和６年度 令和７年度

届出 107 49

通知 52 10

年 度 令和６年度 令和７年度

パトロール件数 ８ ３
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＜評価（課題）・改善＞

分別解体や処分方法について、解体工事に先立つ届出の内容を審査することにより、解体工

事現場等で再資源化が適正に行われるよう監視した。

さらに、解体工事現場の現場パトロールでは、廃棄物の適正処理を所管する西部健康福祉セ

ンターや労働者の健康被害防止を所管する労働安全基準局と連携し、合同で抜き打ちパトロー

ルを実施し、各法令における違反の防止に努めた。

（オ）「住宅瑕疵担保履行法」関係

＜目的＞

新築住宅の工事発注者や買主の利益保護等を図るため、新築住宅を引渡す建設業者や宅地

建物取引業者は、基準日（毎年３月31日）において、契約不適合に備えた資力確保の状況を

国土交通大臣または都道府県知事に届け出る必要がある。この受付業務を行っている。

＜実績＞

届出件数 （基準日：３月31日） （令和７年７月31日現在）

＊１度届出をすると、その後実績がなくても10年間の届出の義務が生じる。

＜評価（課題）・改善＞

届出期限は基準日から３週間以内となっており、年度当初に届出や問い合わせが集中する

ことから、事前に人員体制を整えて迅速な届出内容の確認及び処理に努めるとともに、未提

出者に対しては督促指導を行った。

（カ）「建築物省エネ法」関係

＜目的＞

建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律」に基づき、建築物の新築や増改築に対して「省エネ基準」に適合しているか事

前に適合性判定を行う。

なお、従来は一定規模未満の建築物は省エネ基準への適合が努力義務とされ届出のみとな

っていたが、法改正により令和７年４月１日から届出制度が廃止となり、全ての建築物につ

いて基準への適合が義務化されて適合性判定が必要となった。

＜実績＞ （令和７年７月31日現在）

＜評価（課題）・改善＞

届出について迅速かつ適正に審査するとともに、電話や窓口での問合せに対して丁寧に対

応した。

なお、適合性判定は民間開放されており、大半が民間による処理となっている。

年度 令和６年度 令和７年度

届出件数 542 325

年度 令和６年度 令和７年度

届出（件数） ３ －

適合性判定（件数） ０ ０
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（キ）「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」関係

＜目的＞

長期にわたって使用可能な質の高い住宅の普及を促進するため、長期優良住宅建築等計画

の認定事務を行っている。

＜実績＞

認定等の受付件数 （令和７年７月31日現在）

＜評価（課題）・改善＞

認定事務の迅速な処理に努めた。

（ク）プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」事業

＜目的＞

安全で安心できるまちづくりのために、既存木造住宅の耐震化を促進するプロジェクト「Ｔ

ＯＵＫＡＩ－０」事業の啓発、指導を行っている。

なお、行政による無料の耐震診断は令和７年度で終了予定である。

＜実績＞

ａ 助成実績 （令和７年７月31日現在）

ｂ プロジェクト「TOUKAI-0」の啓発、指導実績 （令和７年７月31日現在）

＜評価（課題）・改善＞

事業開始から20年以上が経過し、耐震性のない住宅が築40年以上経過し建替えが現実的と

なる中、多くの所有者が高齢化しており、費用をかけて耐震補強することに消極的である。

支援制度の総仕上げに向け、無料の耐震診断終了を周知徹底するため、引続き市と連携して

高齢者世帯を主体とした戸別訪問を行い、粘り強く耐震化に対する理解を得る努力を続けると

ともに、耐震補強だけでなく、建替えや耐震性のある住宅への住み替え、住宅が倒壊しても命

を守る防災ベッド等の設置など、個々の事情に寄り添いながら、命を守る対策を総合的に提案

していく。

年度 令和６年度 令和７年度

受付件数 24 19

市名
耐震診断（戸） 耐震補強（戸）

H13～R５ 令和６年度 令和７年度 H14～R５ 令和６年度 令和７年度

浜松市 13,947 650 115 3,349 142 130

湖西市 1,661 82 1 296 3 8

計 15,608 732 116 3,645 145 138

令和６年度 令和７年度

戸別訪問による事業ＰＲ

（１～２回/月）
95戸 ０戸
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イ 公営住宅関係事務

「公営住宅法」などに基づき、住宅施策を行っている。

●県営住宅入居事務

＜目的＞

住宅に困窮する低所得者の生活の安定を図るために、公営住宅法による県営住宅への入居事

務及び家賃徴収事務を行っている。

なお、平成18年度から、入居決定や駐車場決定などの事務は、管理代行制度により静岡県住

宅供給公社に委託している。

＜実績＞

管内の県営住宅は、令和７年７月末現在、21団地2,786戸あり、目的外入居、特定入居等の

審査事務について、厳正かつ公平に行った。

（ア）入退去手続・各種申請等件数（静岡県住宅供給公社事務） （令和７年７月31日現在）

（イ）収入再認定事務等 （令和７年７月31日現在）

＜評価（課題）・改善＞

① 滞納家賃徴収対策

世帯収入に相応した低廉な家賃で住宅を供給する中、理由は様々であれど、家賃を滞納す

る者が後を絶たない。

滞納対策は初期対応が最も重要であるため、１か月でも家賃納付が遅れたら、まずは臨宅、

会えなければ電話、状況に応じて呼び出しにより、住宅供給公社嘱託員（家賃徴収）と連携

を図りながら、粘り強く納付指導を行っている。

それでもなお、滞納月数が多くなった者に対しては、連帯保証人を含めた呼び出し指導を

行い、汲むべき理由がない者に対しては、公営住宅課と連携して明渡し請求（法的措置）を

行っている。

また、退去滞納者に対しては、退去時に納付計画の協議を行うとともに、退去先への臨宅・

電話・文書による督促に努めている。

年度

区分
令和６年度 令和７年度

入 居 決 定 144 39

駐車場使用承認 404 107

模 様 替 申 請 20 3

同 居 承 認 申 請 19 7

入 居 承 継 申 請 23 4

返 還 届 156 53

年度

区分
令和６年度 令和７年度

目的外入居（離職等） 6 2

特定入居（障害者等） 3 2

収 入 再 認 定 105 40

車 庫 証 明 144 28

家 賃 証 明 38 5
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② 外国人同居世帯への対応

ペルーなどの中南米出身者に加え、近年はベトナムやフィリピンなどのアジア出身者も増

加し、生活習慣の違いやコミュニケーション不足から騒音などの苦情等も増えている。

こうしたことから、外国人世帯に対し、県営住宅の生活に必要なルールや手続きをまとめ

た「すまいのしおり」の翻訳版配布、各種通知文書等への翻訳付記、住宅供給公社西部支所

窓口への通訳配置など、住宅供給公社と連携しながら、きめ細かい対応に努めている。

●県営住宅工事

＜目的＞

少子高齢化が急速に進展する中、住宅に困窮する低所得者であっても安全安心な生活ができ

る住環境の維持が求められている。

このため、昭和40～50年代にかけて大量に建設した老朽住宅を「県営住宅再生計画」に基づ

いて計画的に整備・改善を図っている。

＜実績＞

県営住宅総合再生整備事業として、多様な間取りの住戸供給などを考慮して行う建替工事や

長寿命化のための屋上防水、外壁、給水管などの改修工事を行っている。

（令和７年７月31日現在）

＊千円未満は四捨五入で端数処理。

＊上段の（ ）は債務負担分で、件数は箇所付数を、金額は債務事業全体額を表す。

＊下段は債務負担分、繰越分を含み、金額は当該年度分を表す。

県営住宅再生計画に基づく建替事業 （令和７年７月31日現在）

＊1 佐鳴湖団地の建替事業は、くらし・環境部公営住宅課がＰＦＩ方式により実施しており、

浜松土木事務所は建替に伴う入居者の移転事務を行っている。

＊2 内20戸は、別途、県で解体する。解体時期は現状未定。

＜評価（課題）・改善＞

本所管内では、令和４年度から本格的に建替事業を開始しているが、建替えに伴う引越しなど

で入居者に大きな負担が掛かること、工事が長期に渡り確実な工程管理が求められること、近隣

住民等に対する安全や騒音・粉塵対策に十分配慮する必要がある。

こうしたことから、職員一丸となり、きめ細やかな入居者説明会などの入居者移転事務、確実

な工事進捗を図るための監督事務、安全・環境対策への十分な配慮を行うなど、計画どおり事業

が遂行できるよう、鋭意取り組んでいる。

年度

区分

令和６年度 令和７年度（計画）

委託 工事 委託 工事

実績

件数（件）
（２）

８

（６）

８

（１）

２

（３）

８

金額(千円)
（8,976）

32,758

（2,454,057）

1,077,972

（4,961）

7,217

（1,426,106）

1,112,946

団 地 名
解 体 新 築

事業年度
棟数 建設年 戸数 棟数 戸数

子安団地 ３ S51 100 １ 50 Ｒ３～７

南平団地 ２ S53 80 １ 50 Ｒ３～８

薬新団地 ３ S55 80 １ 40 Ｒ５～９

芳川団地 ３ S55 64 ２ 79 Ｒ６～13

佐鳴湖団地＊1 13 S46～48 580 ＊2 ５ 440 Ｒ３～10
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●市町営住宅指導・監督

＜目的＞

公営住宅法による市営住宅の整備及び管理に関する指導監督を行い、公営住宅の質の向上に

努めている。

＜実績＞ （令和７年７月31日現在）

ウ 営繕関係事業

（ア）整備及び改修工事の設計・工事監督

＜目的＞

各部局からの依頼を受け、県有施設の建設及び改修工事の設計、工事監督業務を行っている。

＜実績＞ （令和７年７月31日現在）

＊千円未満は四捨五入で端数処理。

＊上段の（ ）は債務負担分で、件数は箇所付数を、金額は債務事業全体額を表す。

＊下段は債務負担分、繰越分を含み、金額は当該年度分を表す。

＜評価（課題）・改善＞

依頼を受けた施設について、コスト縮減や安全性等に配慮しながら依頼目的を達成し、誰

もが使いやすい公共建築物を目指し、設計業務及び工事を進めた。

また、工事については県監督員、施工者ともに効率的に工事を進めることができるように、

遠隔臨場や情報共有システムの積極的な活用などに努めている。

（イ）技術援助・技術支援

＜目的＞

管内の出先機関や学校等の施設管理者が実施する小規模な営繕工事等に関して、各所属か

らの依頼に応じて技術援助や技術支援を行った。

＜実績＞

（令和７年７月31日現在）

＜評価（課題）・改善＞

工事に不慣れな事務職員等で構成される所属に対し、建築関係職員の持つ知識や経験を発

揮し、きめ細やかに技術援助や技術支援を行うことで、小規模な営繕工事等であっても適切

な執行が図られた。

年度

区分

令和６年度 令和７年度（計画）

委託 工事 委託 工事

実績

件数（件）
（２）

11

（２）

17

（２）

11

（３）

５

金額（千円）
（6,710）

18,117

（98,340）

336,866

（6,710）

19,301

（219,010）

194,326

年度

区分
令和６年度 令和７年度

技術援助件数 17 ３

技術支援件数 １ ０

市町 令和６年度 令和７年度

湖西市 ０ ０

浜松市 ４ ２
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交通基盤部 １6

違反建築物の処理状況調

１ 総 括 （令和６年度）

（令和７年３月31日現在）

(注) 「未是正」、「法第12条第５項報告を求めたもの」欄には、過年度分を（ ）内に外書

きにより記載した。

２ 未是正の内訳

（令和７年３月31日現在）

区 分

市町別

違反件数

(a)=(b)+(c)

手続違反

のみ

(b)

実態違反

あり

(c)=(d)+(e)

法第12条

第５項報

告を求め

たもの

法第９

条命令

を行っ

たもの

措置状況

是正済

(d)

未是正

(e)

湖西市 ０ ０ ０ ０ ０（１） ０（１） ０

合 計 ０ ０ ０ ０ ０（１） ０（１） ０

令和５年度 １ １ ０ ０ ０ １ ０

令和４年度 ２ ２ ０ ０ ０ ２ ０

区分

市町別

違 反 建 築 物
処 分 状 況 摘要

発見年月日 構造規模・用途 所有者名 違反内容

湖西市
平成18年

8月31日

鉄骨造１階延738.8㎡

テント倉庫

□□□

（法人）

建築基準法

第20条

（構造耐力）

是正計画書受理

都市計画法違反あり
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交通基盤部 １８

宅地造成等規制法の実施状況調

（令和７年７月31日現在）

交通基盤部 １９

災害危険区域指定状況調

（令和７年７月31日現在）

区 分

年 度

届 出 工 事 許 可 工 事
不許可

取消し

完 了

検 査

処分及び措置状況

受 付 面 積 受 付 面 積
許 可

件 数
面 積

監 督

処 分

改 善

命 令
勧 告

令和５年度

湖西市、規制区域の指定なし

（浜松市は指定があるが所管行政庁が浜松市となっている）
令和６年度

令和７年度

区 分

市町別

指 定 箇 所 数

摘 要

①条例第３条

第１項第１号
条例第３条第１項第２号

急傾斜地崩壊

危険区域

②

①の拡大区域

③

単独がけ区域

④

津波等区域

令

和

５

年

度

令

和

６

年

度

令

和

７

年

度

累

計

令

和

５

年

度

令

和

６

年

度

令

和

７

年

度

累

計

令

和

５

年

度

令

和

６

年

度

令

和

７

年

度

累

計

令

和

５

年

度

令

和

６

年

度

令

和

７

年

度

累

計

浜松市 ２ ０ ０ 179 ０ ０ ０ 11 ０ ０ ０ 14 ０ ０ ０ ０

湖西市 ０ ０ ０ 12 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 ０ ０ ０ 191 ０ ０ ０ 11 ０ ０ ０ 14 ０ ０ ０ ０
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交通基盤部１１

工 事 発 注 状 況 調

令和７年度

（令和 7年 7月 31 日現在）

四

半

期

令和５年度 令和６年度 令和７年度

計 画

件 数

（Ａ）

実 績

件 数

（Ｂ）

Ｂ－Ａ

計 画

件 数

（Ａ）

実 績

件 数

（Ｂ）

Ｂ－Ａ

計 画

件 数

（Ａ）

実 績

件 数

（Ｂ）

Ｂ－Ａ

第

１
33 11 -22 38 8 -30 36 15 -21

第

２
79 48 -31 47 55 8

第

３
62 87 25 49 52 3

第

４
30 53 23 67 61 -6

合

計
204 199 -5 201 176 -25 36 15 -21

備

考

維持修繕工事など箇所が計画されていないもの、工区を分けて発注したもの、補正予算で措置

されたものなど発注が未確定なものは計画に計上していない。
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様式第１号－４

事業の根拠法令調

事 業 名 根 拠 法 令

建設業許可更新取扱事務

及び変更等の届出

解体工事業者の登録

建設工事統計調査

土地、物件等の買収及び

補償業務

土地買収に伴う登記事務

土地収用法の施行に関す

る事務

租税特別措置法関係事務

国土交通大臣所管国有財

産の管理処分事務

公有水面の埋立に関する

事務

官民境界の決定に関する

事務

不用物件の処理事務

建設業法（第３条、第11条）、同法施行令、同法施行規則

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（第21条～第37

条）

統計法（第７条～第８条）

静岡県が施行する公共事業に伴う損失補償基準

公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱

印紙税法（第４条）

不動産登記法（第116条～第118条）、同法施行令、同法施行細則

土木事務所に勤務する登記事務に従事する会計年度任用職員の職

務等取扱要綱

土地収用法（第68条～第107条）、同法施行令、同法施行規則

租税特別措置法（第33条の４、第65条の２）、同法施行令、同法

施行規則

国有財産法（第10条～第31条）、同法施行令、同法施行細則

静岡県国土交通大臣所管国有財産事務処理規程

静岡県国土交通大臣所管公共用財産の使用及び収益に関する規則

静岡県国土交通大臣所管公共用財産使用料等徴収条例

（その他、道路法、河川法等特別法）

公有水面埋立法（第２条）、同法施行令、同法施行規則、同法施

行細則

国有財産法（31条の２）、同法施行令、同法施行細則

国土交通大臣所管国有財産境界確定事務処理要領

（その他、道路法、河川法）

道路法（第92条～第95条）、同法施行令、同法施行規則

河川法（第91条、第94条）、同法施行令、同法施行規則

国有財産法（第28条）
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事 業 名 根 拠 法 令

県道路線の認定区域決定

供用開始に関する事務

道路の占用に関する事務

道路の工事承認に関する

事務

道路規制に関する事務

道路損傷に関する事務

道 路 管 理 瑕 疵 事 務

車両制限に関する事務

河川の占用、使用、工事

に関する事務

道路法（第７条、第９条、第10条、第18条）、同法施行令、同法

施行規則

静岡県道路法施行細則

道路法（第32条）、同法施行令、同法施行規則、同法施行細則

静岡県道路占用料等徴収条例

道路法（第24条）、同法施行令、同法施行規則、同法施行細則

道路法（第46条）、同法施行令、同法施行規則

道路交通法（第80条）

道路法（第22条第１項、第58条第１項）、同法施行令、同法施行

規則

国家賠償法（第２条第１項）

道路法（第47条～第47条の２）、同法施行令、同法施行規則

車両制限令

河川法（第20条、第23条、第24条、第26条、第29条）、同法施行

令、同法施行規則

静岡県河川管理条例、同管理規則

港湾の占用、使用に関す

る事務

漁港の占用、使用に関す

る事務

浜名湖の船艇対策に関す

る事務

海岸の占用、使用に関す

る事務

河川生産物に関する事務

港湾法（第37条）、同法施行令、同法施行規則

静岡県港湾管理条例、同管理規則

漁港漁場整備法（第39条）、同法施行令、同法施行規則

静岡県漁港管理条例、同管理規則

静岡県プレジャーボートの係留保管の適正化等に関する条例、

同条例施行規則、静岡県河川管理条例、同条例管理規則

海岸法（第７条、第８条、第37条の４、第37条の５）、同法施行

令、同法施行規則

静岡県海岸管理規則

静岡県海岸占用料等徴収条例

河川法（第25条）、同法施行令、同法施行規則

静岡県河川管理条例、同条例管理規則
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事 業 名 根 拠 法 令

砂利 採取の管理 事務

採石に関する管理事務

砂防指定地に関する管理

事務

地すべり防止区域に関す

る事務

急傾斜地の崩壊危険区域

に関する事務

火薬取締りに関する管理

事務

盛土等の規制に関する事務

交通安全施設等整備事業

道 路 改 良 事 業

砂利採取法（第16条～第26条）、同法施行令

採石法（第33条～第33条の５）、同法施行令、同法施行規則

砂防法（第２条、第４条、第５条、第７条）、同法施行規程

静岡県砂防指定地管理条例、同条例施行規則

地すべり等防止法（第３条、第７条、第18条～第21条）、同法施

行令、同法施行規則

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(第３条､第７条、

第８条～第10条)、同法施行令、同法施行規則、同法施行細則

火薬類取締法（第５条～第25条、第35条，第43条）、同法施行

令、同法施行規則

静岡県火薬類取締法施行細則

宅地造成及び特定盛土等規制法（第５条、第６条、第24条、第43条）

静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例（第19条）

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律、同法施行令、同法

施行規則

道路法(第12条、第15条、第49条、第50条、第56条)、道路整備事

業に係る国・財政上の特別措置に関する法律・同法施行令

道 路 維 持 修 繕 事 業

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業

砂 防 事 業

地 す べ り 対 策 事 業

土砂災害防止法に関する

事務

河 川 激 甚 災 害 対 策

特 別 緊 急 事 業

広域基幹(都市河川改修)

河川改修事業

道路法(第3条、第15条、第49条)道路の修繕に関する法律・同法

施行令の推進に関する法律

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（第12条）

砂防法（第13条）

地すべり等防止法（第29条）

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律、同法施行令、同法施行規則

河川法（第60条）

河川法（第60条・第62条）
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事 業 名 根 拠 法 令

総 合 流 域 防 災 事 業

河川災害復旧助成事業

災 害 復 旧 事 業

海岸保全施設整備事業

漁港改修事業

都市計画決定に関する事

務

街 路 事 業

河川法（第60条・第62条）

地方財政法（第16条）

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する 法律（第

３条）

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(第１条、第３条、第４条）

海岸法（第27条）

漁港漁場整備法（第17条）

都市計画法（第18条～第19条、第21条）、同法施行令、同法施行

規則

都市計画法（第59条、第60条、第63条）、同法施行令、同法施行

規則

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、同法施

行令

地方財政法（第16条）

公 園 事 業

下 水 道 事 業

土 地 区 画 整 理 事 業

屋外広告物に関する事務

土 地 利 用 事 務

建 築 確 認 ・ 許 可

建 築 士 事 務 所 登 録

宅地建物取引業者免許

都市計画法、都市公園法、同法施行令、同法施行規則

地方財政法（第16条）

静岡県都市公園条例、同条例施行規則

下水道法(第34条)、同法施行令

土地区画整理法（第９条）、同法施行令、同法施行規則

屋外広告物法

静岡県屋外広告物条例、同条例施行規則

静岡県土地利用事業の適正化に関する指導要綱

建築基準法（第６条、第７条、第７条の３、第43条、第44条

第48条、第51条、第56条の２、第85条）、同法施行令、同法施行

規則、静岡県建築基準条例

建築士法（第23条）

宅地建物取引業法（第３条）
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事 業 名 根 拠 法 令

災害関連住宅融資に係る

工事審査

公 営 住 宅 整 備 事 業

県 営 住 宅 管 理

がけ地近接危険住宅移転

事業

浄化槽工事業に係る登録

等に関する事務

福祉のまちづくり事業

建築物等の地震対策事業

建設リサイクル法関係事務

住宅瑕疵担保履行法関係

事務

長期優良住宅関係事務

特殊建築物の定期報告義務

県有施設の定期点検事務

建築物省エネ法関係事務

低 炭 素 法 関 係 事 務

独立行政法人住宅金融支援機構法（第13条）

公営住宅法（第３条、第４条、第21条、第35条）

静岡県県営住宅条例

プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」総合支援事業費補助金交付要

綱

浄化槽法（第22条、第33条）

浄化槽工事業に係る登録等に関する省令

高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（第15条

～第18条、第21条、第22条）

静岡県福祉のまちづくり条例

静岡県地震対策推進条例

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（第10条、第11

条）

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（第４条、第

７条、第12条、第16条）

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（第５条～第15条）

建築基準法（第12条）

建築基準法（第12条）

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（第12条、第19

条）

都市の低炭素化の促進に関する法律（第53条）



様式第２号

整理
番号

氏　　　名 事務分担 住　　所 勤務年数 摘　　　　　　　要

1 所　　　長 （技） 市野 智一 総　　　括 □□□ □.□

2 次　　　長 （事） 大石 まゆみ 総括補佐 □□□ □.□ □□□□

3 次　　　長 （技） 早川 光一 総括補佐 □□□ □.□

4 技　　　監 （技） 小菅 一郎 総括補佐 □□□ □.□

5
技監兼

建築住宅課長
（技） 小宮 耕治 総括補佐 □□□ □.□

6 天竜支局長 （技） 井倉 基 支局総括 □□□ □.□

総　務　課

7 総務課長 （事） 伊熊 憲人 課内総括 □□□ □.□ □□□□

8 総務班長 （事） 久保田 憲弘 班　総　括 □□□ □.□ □□□□

9 主　　幹 （事） 三室 敏郎 総務会計 □□□ □.□ □□□□

10 主　　査 （事） 岩田 智子 総務会計 □□□ □.□ □□□□

11 主　　任 （事） 岩瀬 智久 総務会計 □□□ □.□ □□□□

12 建設業班長 （事） 大橋 英治 班　総　括 □□□ □.□ □□□□

13 主　　査 （事） 武田 裕史
工事経理
契約事務

□□□ □.□ □□□□

14 主　　査 （事） 野澤 靖裕
工事経理
契約事務

□□□ □.□ □□□□

15 主　　査 （事） 久米 麻衣子
工事経理
契約事務

□□□ □.□ □□□□

16 主　　査 （事） 相馬 未来
工事経理
契約事務

□□□ □.□ □□□□

用地課

17 用地課長 （事） 小泉 佳世子 課内総括 □□□ □.□

18 用地班長 （事） 戸田 智博 班　総　括 □□□ □.□ □□□□

19 主　　任 （事） 望月 秀史 用地事務 □□□ □.□ □□□□

職　　　員　　　調
       （令和７年７月31日現在）

職　　　名
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整理
番号

氏　　　名 事務分担 住　　所 勤務年数 摘　　　　　　　要職　　　名

維持管理課

20 維持管理課長 （技） 澤口 奨則 課内総括 □□□ □.□

21 維持管理班長 （事） 和田 路也 班　総　括 □□□ □.□

22 主　　幹 （事） 平野 晃裕 管理事務 □□□ □.□ □□□□

23 主　　幹 （技） 狩野 恭朗 工事調査 □□□ □.□

24 総括主査 （技） 村松 晴美 工事調査 □□□ □.□

25 主　　査 （事） 堀 由布子 管理事務 □□□ □.□

26 主　　任 （技） 鈴木 雅徳 工事調査 □□□ □.□

27 主　　事 （事） 永﨑 優人 管理事務 □□□ □.□ □□□□

企画検査課

28 企画検査課長 （技） 蔦保 佳伸 課内総括 □□□ □.□

29 企画班長 （技） 若松 芳治 班　総　括 □□□ □.□

30 総括主査 （技） 小沼 佳記 企画調査 □□□ □.□

31 主　　査 （技） 長尾 邦弘 企画調査 □□□ □.□

32 主　　査 （技） 小松 直矢 企画調査 □□□ □.□

33 技　　師 （技） 植野 雄大 企画調査 □□□ □.□

34 技　　師 （技） 古橋 零士 企画調査 □□□ □.□

－ 主　　査 （技） 小林 大輔 ― □□□ □.□ □□□□

工事課

35 工事課長 （技） 伊藤 鎌太郎 課内総括 □□□ □.□

36 工事第１班長 （技） 青葉 佳宏 班　総　括 □□□ □.□

37 総括主査 （技） 西ヶ谷 圭祐 工事設計監督 □□□ □.□

38 主　　査 （技） 小粥 慎也 工事設計監督 □□□ □.□

39 主　　任 （技） 小池 拓真 工事設計監督 □□□ □.□

40 主　　任 （技） 小柳 将平 工事設計監督 □□□ □.□

41 技    師 （技） 永井 大晴 工事設計監督 □□□ □.□

42 技    師 （技） 栗林 晃智 工事設計監督 □□□ □.□

43 技    師 （技） 佐野 嘉紀 工事設計監督 □□□ □.□
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整理
番号

氏　　　名 事務分担 住　　所 勤務年数 摘　　　　　　　要職　　　名

44 工事第２班長 （技） 鈴木 一弘 班　総　括 □□□ □.□

45 主　　査 （技） 袴田 訓弘 工事設計監督 □□□ □.□

46 主　　任 （技） 天野 智子 工事設計監督 □□□ □.□

47 技    師 （技） 大庭 拓武 工事設計監督 □□□ □.□

沿岸整備課

48 沿岸整備課長 （技） 德増 智史 課内総括 □□□ □.□

49 沿岸整備班長 （技） 山田 健二 班　総　括 □□□ □.□

50 主    査 （技） 神谷 努 工事設計監督 □□□ □.□

51 技　　師 （技） 舟橋 真彦 工事設計監督 □□□ □.□ □□□□

都市計画課

52 都市計画課長 （技） 佐藤 常文 課内総括 □□□ □.□

53 主　　査 （技） 野中 千栄子 工事設計監督 □□□ □.□

　 建築住宅課

－
技監兼

建築住宅課長
（技） 小宮 耕治 課内総括 □□□ □.□

54 建築住宅班長 （技） 江間 一芳 班　総　括 □□□ □.□

55 統括主査 （技） 東 勇志 工事設計監督 □□□ □.□

56 主　　査 （技） 松浦 俊輔 工事設計監督 □□□ □.□ □□□□

57 主　　任 （技） 望月 健成 工事設計監督 □□□ □.□

58 主　　任 （技） 花島 雄太 工事設計監督 □□□ □.□

59 主　　任 （事） 田中 真樹 建築事務 □□□ □.□ □□□□

60 主　　任 （技） 山本 真弘 工事設計監督 □□□ □.□

61 技　　師 （技） 髙栁 陽平 工事設計監督 □□□ □.□
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整理
番号

氏　　　名 事務分担 住　　所 勤務年数 摘　　　　　　　要職　　　名

天竜支局

－ 天竜支局長 （技） 井倉 基 支局総括 □□□ □.□

62 用地管理課長 （事） 石津 裕昭 課内総括 □□□ □.□ □□□□

63 用地管理班長 （事） 海野 辰之 班　総　括 □□□ □.□ □□□□

64 主　　査 （事） 白石 由起子 管理事務 □□□ □.□ □□□□

65 主    任 （事） 石田 健治 用地事務 □□□ □.□ □□□□

66 主    事 （事） 金指 勝信 用地事務 □□□ □.□

67 工事課長 （技） 田中 慎也 課内総括 □□□ □.□

68 工事班長 （技） 青島 弘明 班　総　括 □□□ □.□

69 総括主査 （技） 森田 孝信 工事設計監督 □□□ □.□

70 主　　査 （技） 大場 峰夫 工事設計監督 □□□ □.□

71 主    任 （技） 山内 真太朗 工事設計監督 □□□ □.□

72 技　　師 （技） 長島 綾也 工事設計監督 □□□ □.□

73 技　　師 （技） 中村 俊翼 工事設計監督 □□□ □.□

74 技　　師 （技） 古橋 隼輝 工事設計監督 □□□ □.□

1年 3月平均年数
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整理
番号

氏　　　名 事務分担 住　　所 勤務年数 摘　　　　　　　要職　　　名

1 山本 弘巳 運転業務 □□□ □.□ □□□□

2 中原 貴代 電算業務 □□□ □.□ □□□□

3 西尾 孝 運転業務 □□□ □.□ □□□□

4 北嶋　理恵 電算業務 □□□ □.□ □□□□

5 青木 早苗
用地取得
用地交渉　　　

□□□ □.□ □□□□

6 鈴木 広和 工事監理 □□□ □.□ □□□□

7 小池 哲雄 工事監理 □□□ □.□ □□□□

8 手塚 保博 工事監理 □□□ □.□ □□□□

9 伊藤 雅彦 工事監理 □□□ □.□ □□□□

10 下田 顯隆 工事監理 □□□ □.□ □□□□

11 田光 佳苗 登記事務 □□□ □.□ □□□□

12 伊藤 綾 事務補助 □□□ □.□ □□□□

13 鈴木 路世 事務補助 □□□ □.□ □□□□

14 杉山 希枝子 事務補助 □□□ □.□ □□□□

15 杉本 友子 事務補助 □□□ □.□ □□□□

16 守屋 富生 事務補助 □□□ □.□ □□□□

17 大石 義信
用地取得
用地交渉　　　

□□□ □.□ □□□□

18 大村 清人
用地取得
用地交渉　　　

□□□ □.□ □□□□

19 伊藤 友己
用地取得
用地交渉　　　

□□□ □.□ □□□□

20 松下 義彦
盛土申請

業務　
□□□ □.□ □□□□

会計年度任用職員

運転業務嘱託員

電算業務嘱託員

運転業務嘱託員

電算業務嘱託員

用地交渉嘱託員

工事監理嘱託員

工事監理嘱託員

工事監理嘱託員

工事監理嘱託員

工事監理嘱託員

登記事務嘱託員

事務補助

事務補助

事務補助

事務補助

事務補助

用地交渉嘱託員

用地交渉嘱託員

用地交渉嘱託員

盛土申請窓口
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様式第２号－２

職員の年齢調

（令和７年７月31日現在）

年 齢 人 員 摘 要

２０歳未満 ０人

２０歳以上３０歳未満 １４人

３０歳以上４０歳未満 １２人

４０歳以上５０歳未満 ９人

５０歳以上５６歳未満 ２０人

５６歳以上６１歳未満 １５人

６１歳以上 ４人 暫定再任用職員 ３人

計 ７４人 平均年齢 ４５．０９歳
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様式第２号－３

健康管理

１ 前年度受診状況

２ 本年度在籍者の健康管理区分結果

区 分 内 容
(1) 未受診の理由

受 診 状 況
受診者数 77人

職 員 数 77人

受 診 率 100％

県平均受診率 100％

健 康 管 理 区 分 人 数
(1) 管理区分Ａ～Ｃ２該当者

に対する措置状況

主治医の指示に従い治療

し、健康の回復に努めて

いる。

(2) 未区分の理由

ア 産休・ 育休 人

イ 新 規 採 用 ２人

ウ 自己都合による未受診 人

エ そ の 他

（派遣職員等） 人

Ａ 休養のため必要な期間、勤務を休止させる。 2人

Ｂ１
勤務時間を短縮し、時間外、休

日、宿日直勤務及び長期又は遠方

への出張をさける。また、必要に

応じ勤務場所、勤務内容の変更を

行う。

要 治 療 人

Ｂ２ 要経過観察 人

Ｃ１
勤務をほぼ平常に行ってよいが症状

によっては、時間外、休日、宿日

直勤務及び長期又は遠方への出張

等勤務に制限を加える必要があ

る。

要 治 療 人

Ｃ２ 要経過観察 人

Ｄ１

平常の勤務でよい。

要 治 療 27(27)人

Ｄ２ 要経過観察 19(19)人

Ｄ３ 医 療 不 要 24(24)人

区 分 者 計 72(70)人

未区分 者数 2(2)人

合 計 74(72)人





























様式第５号－２

令和６年度 令和７年７月31日現在

件　　　数 件　　　数

建設業許可申請手数料 546 255

建設業許可証明手数料 35 3

火薬類譲受け許可申請手数料（火工品のみ） 0 0

火薬類譲受け許可申請手数料（その他） 0 0

火薬類譲渡し許可申請手数料 1 0

砂利採取計画認可申請手数料 9 2

砂利採取計画変更認可申請手数料 1 0

岩石採取計画認可申請手数料 0 0

岩石採取計画変更認可申請手数料 0 0

特殊車両認可申請手数料 0 0

建築確認申請手数料（計画変更を含む） 1 0

建築確認申請完了（中間）検査手数料 0 0

建築許可申請手数料 0 1

仮使用承認申請手数料 0 0

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 0 0

屋外広告業登録申請手数料 12 4

屋外広告業更新登録申請手数料 32 19

県収入証紙により徴収した使用料及び手数料調

区　　　分

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地
における建築等許可申請手数料

0 0

- 103 -



- 104 -

様式第６号

過年度分収入未済額調

（令和７年７月31日現在）

区分

年度

道路占用料 河川占用料 港湾占用料 港湾使用料

件数 収入未済額 件数 収入未済額 件数 収入未済額 件数 収入未済額

平成31年度

以前 (A)

円 円 円 円

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度

計

摘 要①（滞納処分

の停止等の理由）
生活困窮

摘 要②（不納欠損

処分の件数、額）
2件 13,000円

摘 要③（Ａ欄のう

ち、１件 10万円以上の

内訳）

区分

年度

延滞金 雑収

件数 収入未済額 件数 収入未済額 件数 収入未済額 件数 収入未済額

平成31年度

以前 (A)

円 円 円 円

令和２年度

令和３年度

令和４年度 2 36,300

令和５年度

令和６年度

計 2 36,300

摘 要①（滞納処分

の停止等の理由）
生活困窮

摘 要②（不納欠損

処分の件数、額）
1件 6,000円

摘 要③（Ａ欄のう

ち、１件 10万円以上の

内訳）







－107－

様式第７号－２

保管現金有高調

（令和７年度）

（令和７年７月31日現在）

様式第７号－３

預 金 調

（令和７年度）

（令和７年７月31日現在）

現 金 保 管 者 区 分 金 額 (円)

浜松土木事務所長 市野 智一 継続的資金前渡 24,710

金融機関名 預金種類 口座番号 口座名義人 残高(円) 適 要

静岡銀行

浜松営業部

無利息型

普通預金
0603051

浜松土木事務所

資金前渡者 市野 智一
130,000

講習会等参加負担金

振込み、継続的資金

前渡管理等のため

静岡銀行

浜松営業部

無利息型

普通預金
0834998

(自振口)浜松土木事務所

資金前渡者 市野 智一
0

光熱水費、電話料の

振替のため

合 計 130,000



様式第７号－４

枚数 金　額 枚数 金　額 枚数 金　額 枚数 金　額 枚数 金　額 枚数 金　額 枚数 金　額

200円券 60 12,000 50 10,000 55 11,000 55 11,000 80 16,000 18 3,600 117 23,400

400円券 21 8,400 0 0 0 0 21 8,400 0 0 0 0 21 8,400

500円券 41 20,500 0 0 3 1,500 38 19,000 0 0 0 0 38 19,000

1,000円券 14 14,000 21 21,000 20 20,000 15 15,000 25 25,000 1 1,000 39 39,000

2,000円券 10 20,000 0 0 10 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0

5,000円券 2 10,000 5 25,000 4 20,000 3 15,000 4 20,000 0 0 7 35,000

10,000円券 0 0 1 10,000 1 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0

計 84,900 66,000 82,500 68,400 61,000 4,600 124,800

１,000円券 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 1 1,000 0 0

2,000円券 0 0 1 2,000 1 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0

5,000円券 0 0 1 5,000 1 5,000 0 0 1 5,000 1 5,000 0 0

10,000円券 0 0 2 20,000 2 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 27,000 27,000 0 6,000 6,000 0

郵　　券　　等　　受　　払　　調

（令和７年７月31日現在）
（単位：枚、円）

令　　和　　６　　年　　度 令　　和　　７　　年　　度

繰　　越 受入 払出 繰　　越 受入 払出 差引現在高区　　分 種　　類 摘要

県証紙

⑥建築確
認申請用
⑦安全運
転管理者
講習用

収入印紙 用地取得
契約用
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